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              紀美野町第３回定例会会議録 

              平成２１年９月８日（火曜日） 

 

○議事日程（第１号） 

 平成２１年９月８日（火）午前９時００分開議 

 第 １         会議録署名議員の指名について 

 第 ２         会期の決定について 

 第 ３         諸般の報告について 

 第 ４ 議案第 ７８号 平成２０年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 第 ５ 議案第 ７９号 平成２０年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決 

             算の認定について 

 第 ６ 議案第 ８０号 平成２０年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入 

             歳出決算の認定について 

 第 ７ 議案第 ８１号 平成２０年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出決 

             算の認定について 

 第 ８ 議案第 ８２号 平成２０年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳入歳出決 

             算の認定について 

 第 ９ 議案第 ８３号 平成２０年度紀美野町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

 第１０ 議案第 ８４号 平成２０年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決 

             算の認定について 

 第１１ 議案第 ８５号 平成２０年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の 

             認定について 

 第１２ 議案第 ８６号 平成２０年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計 

             歳入歳出決算の認定について 

 第１３ 議案第 ８７号 平成２０年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

             の認定について 

 第１４ 議案第 ８８号 平成２０年度紀美野町上水道事業会計決算の認定について 

 第１５ 議案第 ８９号 紀美野町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 第１６ 議案第 ９０号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 
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             について 

 第１７ 議案第 ９１号 和歌山周辺広域市町村圈協議会の廃止について 

 第１８ 議案第 ９２号 人権擁護委員の推薦について 

 第１９ 議案第 ９３号 工事請負契約の締結について 

 第２０ 議案第 ９４号 平成２１年度紀美野町一般会計補正予算（第４号）について 

 第２１ 議案第 ９５号 平成２１年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

             （第１号）について 

 第２２ 議案第 ９６号 平成２１年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正 

             予算（第１号）について 

 第２３ 議案第 ９７号 平成２１年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

             １号）について 

 第２４ 議案第 ９８号 平成２１年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第２ 

             号）について 

 第２５ 議案第 ９９号 平成２１年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算 

             （第１号）について 

 第２６ 議案第１００号 平成２１年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計 

             補正予算（第３号）について 

 第２７ 議案第１０１号 平成２１年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算 

             （第２号）について 

 第２８ 議案第１０２号 平成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算 

             （第２号）について 

 第２９ 議案第１０３号 平成２１年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第２号）に 

             ついて 

 

○会議に付した事件 

 日程第１から日程第２９まで 

 

○議員定数 １６名 
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○出席議員        議席番号   氏   名 

               １番 田 代 哲 郎 君 

               ２番 小 椋 孝 一 君 

               ３番 北 道 勝 彦 君 

               ４番 新 谷 榮 治 君 

               ５番 向井中 洋 二 君 

               ６番 上 北 よしえ 君 

               ７番 西 口   優 君 

               ８番 伊 都 堅 仁 君 

               ９番 仲 尾 元 雄 君 

              １０番 前 村   勲 君 

              １１番 加 納 国 孝 君 

              １２番 松 尾 紘 紀 君 

              １３番 杉 野 米 三 君 

              １４番 鷲 谷 禎 三 君 

              １５番 美 濃 良 和 君 

              １６番 美 野 勝 男 君 

 

○欠席議員 

              な  し 

 

○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 

            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            教 育 長 岩 橋 成 充 君 

            消 防 長 七 良 浴 光 君 

            総 務 課 長 岡   省 三 君 

            企画管財課長 牛 居 秀 行 君 

            住 民 課 長 中 尾 隆 司 君 
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            税 務 課 長 山 本 倉 造 君 

            産 業 課 長 増 谷 守 哉 君 

            建 設 課 長 山 本 広 幸 君 

            会 計 管 理 者 岡 本 卓 也 君 

 

 

            生涯学習課長 新 田 千 世 君 

            保健福祉課長 井 上   章 君 

            水 道 課 長 三 宅 敏 和 君 

            美 里 支 所 長 峠   泰 男 君 

            地籍調査課長 温 井 秀 行 君 

            代表監査委員 中 谷   一 君（９時１３分出席） 

 

○欠席したもの 

            代表監査委員 中 谷   一 君（１３時３０分から欠席） 

                           

 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 大 東 淳 悟 君 

            書 記 中 谷 典 代 君  

教 育 次 長 兼
溝 上 孝 和 君 

総務学事課長 
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 開 会 

○議長（美野勝男君）    規定の定足数に達しておりますので、ただいまより平成２

１年第３回紀美野町議会定例会を開会します。 

  なお、代表監査委員、中谷一監査君より遅刻の届けが出ておりますので、ご報告いた

します。 

（午前 ９時００分） 

 

○議長（美野勝男君）    これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（美野勝男君）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって、１１番、加納国

孝君、１２番、松尾紘紀君を指名します。 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（美野勝男君）    日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  議会運営委員長から審査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、伊都堅仁君。 

（８番 伊都堅仁君 登壇） 

○８番（伊都堅仁君）    去る９月４日、議会運営委員会を開催いたしましたので、

その結果についてご報告いたします。 

  会期は、本日から２５日までの１８日間とし、再開日は１５日、１８日及び２５日と

決定しました。 

  議事日程につきましては、配付しております議事予定日程表のとおりであります。 

  なお、決算の認定につきましては、質疑を終了した後、決算審査特別委員会に付託し

たいと思います。 

  次に、一般質問の通告は９月９日、水曜日の午後３時までといたします。 

  次に、全員協議会を９月８日、火曜日、本会議終了後、開催したいと思います。 

  次に、総務文教常任委員会を９月１０日、木曜日、午前９時３０分から、産業建設常

任委員会を９月１１日、金曜日、午前９時３０分から開催したいと思います。 

  また、決算審査特別委員会は９月１５日、本会議終了後、開催したいと思います。 
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  次に、広報編集委員会を９月１８日、本会議終了後、開催したいと思います。 

  なお、議事の進行上、日程を順次繰り延べる場合がありますので、よろしくお願いい

たします。 

  以上で、報告を終わります。 

（８番 伊都堅仁君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から９月２５日までの１８日間とし

たいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（美野勝男君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は、本日から９月２５日までの１８日間と決定しました。 

◎日程第 ３ 諸般の報告について 

○議長（美野勝男君）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、例月出納検査結果に関する報告が提出されております。お手元に配布

のとおりであります。ご了承願います。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    開会に当たりまして、一言ごあいさつと、その後の行政報

告を申し上げます。 

  本日、紀美野町議会第３回定例会を招集いたしましたところ、議員各位を初め、関係

の皆さん方には、何かとご多忙中ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

  また、去る５日、６日の両日開催いたしました敬老会へご臨席いただき、まことにあ

りがとうございました。 

  さて、衆議院議員選挙も先日終わり、民主党の圧倒的勝利という結果で、政権が交代

することとなりました。民主党が政治公約をされていることなど、そのほか、政策が実

行されますと、大きく変わることが予想され、本町においても、少なからず影響が出る

ものと思われるところであります。 
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  さて、臨時経済対策等による新年度事業につきましては順調に進捗しております。野

上第一保育所の建設につきましては、去る７月１１日起工し、現在基礎工事を進めてい

るところであります。 

  また、町道谷線改良工事につきましては、後ほど説明申し上げますが、８月１９日、

入札執行をいたしており、承認をいただければ請負契約を締結する運びとなっておりま

す。 

  また、新型インフルエンザについては、本町においても感染者があらわれるなど、感

染が広まりを見せており、手洗い・うがいの励行を呼びかけるなど、予防に力を入れて

おります。基礎疾患のある者や妊産婦、乳幼児、高齢者については、特に注意を要する

ものであります。去る８月２６日、本町の新型インフルエンザ対策本部会議を持ち、今

後の対応について協議をしたところであります。マスクや消毒液などの備蓄につきまし

ても確保をいたしております。 

  また、地域活性化経済危機対策の一つである農業経営支援事業は、町民の間で好評を

いただいております。 

  また、今期議会に地域活性化経済危機対策の第２弾として、２億５,３９０万円を計

上いたしております。主なものといたしましては、テレビ地上デジタル化に伴う共聴施

設設置費用の助成、スポーツ公園案内表示板の設置、図書システム統合整備、上水場の

取水設備の改修、ふれあい公園の遊具修繕及び野外ステージの設置、道路維持費等であ

ります。 

  さて、今期定例会に上程いたしております議案は、第７８号から第１０３号までの２

６件であります。平成２０年度紀美野町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定につい

ての承認を求める案件が１１件、紀美野町条例の一部を改正する案件が２件、和歌山周

辺広域市町村圏協議会の廃止についての案件が１件、人権擁護委員の推薦についての案

件が１件、工事請負契約の締結についての案件が１件、平成２１年度紀美野町一般会計

及び特別会計補正予算が１０件であります。 

  後ほど担当課長より説明申し上げますので、十分ご審議の上、原案どおりご可決くだ

さいますようお願いいたしまして、ごあいさつと行政報告とさせていただきます。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    次に、過日、産業建設常任委員会が町内の所管事務調査を

行っていますので、委員長から調査結果について報告願います。 
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  産業建設常任委員長、松尾紘紀君。 

（１２番 松尾紘紀君 登壇） 

○１２番（松尾紘紀君）    去る８月２６日、産業建設常任委員会の町内所管事務調

査を実施いたしました。執行部から建設課長、産業課長を初めとし、各担当課職員の同

行をいただきました。議会からは議長と常任委員８名参加のもとに、現在、計画実施中

の道路、残土処分場、産業課管轄の生石山の所管事務調査を行いました。 

  町内実施計画路線につきましては、実施中、もしくは年度内実施に向けて順調に進行

していました。生石山の県立自然公園では、現地にて担当課長から童謡トイレ改修やス

スキ草原保全整備事業についての説明を受けました。 

  以上で委員長報告を終わります。 

（１２番 松尾紘紀君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    次に、一般質問の通告は９月９日、午後３時までに提出願

います。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

◎日程第 ４ 議案第７８号 平成２０年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定につい 

              て 

◎日程第 ５ 議案第７９号 平成２０年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出 

              決算の認定について 

◎日程第 ６ 議案第８０号 平成２０年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳 

              入歳出決算の認定について 

◎日程第 ７ 議案第８１号 平成２０年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出 

              決算の認定について 

◎日程第 ８ 議案第８２号 平成２０年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳入歳出 

              決算の認定について 

◎日程第 ９ 議案第８３号 平成２０年度紀美野町老人保健事業特別会計歳入歳出決算 

              の認定について 

◎日程第１０ 議案第８４号 平成２０年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

              決算の認定について 

◎日程第１１ 議案第８５号 平成２０年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

              の認定について 
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◎日程第１２ 議案第８６号 平成２０年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会 

              計歳入歳出決算の認定について 

◎日程第１３ 議案第８７号 平成２０年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

              算の認定について 

○議長（美野勝男君）    日程第４、議案第７８号、平成２０年度紀美野町一般会計

歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第７９号、平成２０年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、議案第８０号、平成２０

年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第７、

議案第８１号、平成２０年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第８、議案第８２号、平成２０年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、日程第９、議案第８３号、平成２０年度紀美野町老人保健

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１０、議案第８４号、平成２０年度

紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１１、議案第

８５号、平成２０年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日

程第１２、議案第８６号、平成２０年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計

歳入歳出決算の認定について及び日程第１３、議案第８７号、平成２０年度紀美野町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、以上１０件を一括議題とします。 

  説明を願います。 

  会計管理者、岡本君。 

（会計管理者 岡本卓也君 登壇） 

○会計管理者（岡本卓也君）    それでは、恐れ入りますが、議案書の１ページをご

覧ください。 

  ただいま一括議題とされました議案第７８号から議案第８７号までの説明をさせてい

ただきます。 

  説明は款項について、執行額のみ読み上げさせていただきますので、よろしくご了承

いただきたいと思います。 

  なお、本決算につきましては、８月１２日、８月１８日、８月２０日の３日間にわた

り、監査委員による決算審査を実施していただいております。 

  十分ご審査の上、認定をいただけますようお願い申し上げます。 

  議案第７８号、平成２０年度紀美野町一般会計歳入歳出決算の認定について。 
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  地方自治法第２３３条第３項の規定により、標記決算を別冊により、別紙監査委員の 

意見書をつけて、議会の認定に付する。 

平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  なお、以下、議案第７９号から議案第８７号までの朗読は省略させていただきますの

で、ご了承いただきたいと思います。 

  それでは、別冊の平成２０年度紀美野町決算書２ページをご覧ください。 

  平成２０年度一般会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、町税の収入済額は９億９,１５８万３,６６６円、不納欠損額、１６３万９,３

０９円、収入未済額、３,６８０万３２７円となっています。収入は前年度に比べ、２,

６４３万４,８８６円の増額でございます。 

  １項、町民税は４億２,３１５万４,１０２円、個人町民税の徴収率は、現年度分、９

８.５３％、滞納分は４３.８８％、個人町民税の不納欠損額は２８万１,２６１円とな

りました。前年度に比べ、収入は１,９４９万８,５０９円の増額でございます。 

  ２項、固定資産税は５億１５８万１,９４０円、徴収率は現年度分、９８.６０％、滞

納分は３５.４４％、不納欠損額は１１４万９,０４０円となりました。前年度に比べ、

収入は１,４５４万１,２４７円の増額でございます。 

  ３項、軽自動車税は３,００８万５,２６６円、徴収率は現年度分、９７.５９％、滞

納分は２８.３９％、不納欠損額、２０万９,０００円となっております。前年度に比べ、

収入は１０８万１,４９１円の増額でございます。 

  ４項、市町村たばこ税は、収入済額が３,３１３万２,６５８円となり、前年度に比べ、

８２３万５,３１１円、率にして約２４.８６％の減額でございます。 

  ５項、入湯税は収入済額、３６２万９,７００円で、昨年度に比べ、４５万１,０５０

円の減額でございます。 

  ２款、地方譲与税は９,４１２万４,０００円、１項、自動車重量譲与税、７,１２３

万４,０００円、２項、地方道路譲与税、２,２８９万円、昨年度より１８７万９,００

０円の減額でございます。 

  ３款、利子割交付金は７０３万７,０００円で、前年度に比べ、４６万４,０００円の

減額でございます。 

  ４款、配当割交付金は２８１万８,０００円、前年度に比べ、３６１万８,０００円、

率にして６２.４３％の減額でございます。 
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  ５款、株式等譲渡所得割交付金、９１万６,０００円、前年度に比べ、３７９万３,０

００円、率にして８０.５５％の減額でございます。 

  ６款、地方消費税交付金は８,７３６万１,０００円、前年度に比べ、７４９万１,０

００円、率にして７.９％の減額でございます。 

  ７款、ゴルフ場利用税交付金は４,２８３万１,２８５円、前年度に比べ、１９８万１,

９４４円、率にして４.４２％の減額でございます。 

  ８款、自動車取得税交付金は４,３９９万２,０００円、前年度に比べ、３４万７,０

００円の増額でございます。 

  ９款、地方特例交付金は９９５万８,０００円、前年度に比べ、５８９万６,０００円

の増額でございます。 

  ３項、地方税等減収補てん臨時交付金、１６１万２,０００円は、道路特定財源の暫

定税率執行期間中における減収を全額補てんするものでございます。 

  １０款、地方交付税は３８億９,３３３万９,０００円で、前年度に比べ、１億４,５

１６万５,０００円の増額でございます。 

  １１款、交通安全対策特別交付金は１４８万円で、前年度に比べ、１１万７,０００

円の減額でございます。 

  次の４ページをお願いいたします。 

  １２款、分担金及び負担金は１億２,８２６万６,５２１円で、内訳は１項、分担金の

２９８万７,６７１円が農林水産業費分担金、２項、負担金が１億２,５２７万８,８５

０円で、このうち１目、民生費負担金の３,３８５万３,８５０円、２目、総務費負担金

の９,１４２万５,０００円となっていますが、これは地上デジタル放送難視聴対策事業

加入金でございます。このため前年度に比べ、８,３２０万８,２５１円の増額となりま

した。 

  １３款、使用料及び手数料は１億１,２４２万２,４２５円で、前年度に比べ、４,６

６８万７,２３５円の増額でございます。収入未済額は２３２万４００円で、前年度に

比べ、５７万９,２５０円の増額でございます。 

  １項、使用料は４,３５３万９,４４５円で、庁舎等使用料が１６２万７,０００円、

長谷毛原健康センター等使用料が３３５万４,０７０円、緑の雇用担い手住宅使用料が

８７万円、公営住宅・特定住宅・町営駐車場使用料が３,２５４万５３０円となってお

り、また、セミナーハウス使用料や農村総合センター使用料の教育使用料が５１４万８,
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８４５円となっています。収入未済額は２０９万３,６００円が公営住宅、２２万６,８

００円が町営駐車場の未納分となっております。 

  ２項、手数料は６,８８８万２,９８０円で、戸籍等手数料の５８８万６６０円、一般

廃棄物等収集の衛生手数料が１,４６５万８,１００円、建設残土処理手数料等の土木手

数料が４,８３４万６２０円となっており、昨年１万４,０００円だった建設残土処理手

数料が４,８３３万６,１２０円と増加したことが、１３款の増額の主な理由でございま

す。 

  １４款、国庫支出金は４億３,９８７万５,００４円で、前年度に比べ、９,６７０万

５,８８８円の増額でございます。収入未済額は１億４,９０８万８,０００円で、これ

は定額給付金の繰越分でございます。 

  １項、国庫負担金は１億２,７４０万１,５６０円で、主なものは障害者福祉費負担金

が４,９３２万７,２５０円、被用者児童手当交付金、６２４万４,０００円、公共土木

施設災害復旧費負担金、その他、各種事業に対する国からの負担金でございます。 

  ２項、国庫補助金は３億９０８万８,０００円で、収入未済額が１億４,９０８万８,

０００円となっています。これは全額定額給付金で、平成２１年４月１日以降の繰越分

でございます。国庫補助金のうち主なものは、地域活性化生活対策臨時交付金、約９,

５３０万円、地域活性化緊急安心実現総合対策交付金、１,３２０万円、定額給付金給

付事業補助金、約３,６６２万円、道整備交付金及び地方道路整備臨時交付金が１億４,

４２５万５,０００円、地震補強事業補助金と教育費補助金が約１,２７０万円となって

います。 

  ３項、国庫委託金は、国民年金事務費交付金が主なもので、３３８万５,４４４円と

なっています。 

  １５款、県支出金、３億１,２０５万３,００６円で、前年度に比べ、２,３７８万６,

３０５円の増額でございます。 

  １項、県負担金は１億２,８５７万６,５９７円で、障害者自立支援給付費負担金が約

２,２００万円、被用者小学校修了前特例給付交付金が８０６万５,０００円、非被用者

小学校修了前特例給付交付金が３５６万円、国民健康保険基盤安定負担金が約２,６７

０万円、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金が約３,５９０万円と、各種事業への

県の負担金でございます。 

  ２項、県補助金は１億６,２７５万８,２２９円で、乳幼児医療費補助金、約４３０万
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円、重度心身障害者医療費補助金、約１,７００万円、合併浄化槽設置補助金、約１,２

００万円、中山間地域直接支払交付金、約４,０００万円、林道整備事業補助金、約２,

９００万円、町道改良事業補助金、５７０万円等が主なものでございます。 

  ３項、県委託金は２,０７１万８,１８０円、県民税徴収取扱事務委託金が１,９００

万円、指定統計調査委託金、６７万４,０００円が主なものでございます。 

  １６款、財産収入は１,３２６万２７４円でございます。 

  １項、財産運用収入は１,３１１万１５９円で、約９９０万円が土地建物の賃貸料と、

３１５万８,０１０円が基金の預金利息でございます。 

  ２項、財産売払収入は１５万１１５円で、公用車の売払代金でございます。 

  １７款、寄附金は、ふるさとまちづくり応援寄附金の１万円でございます。 

  １８款、繰入金は１億１,８８１万３,０００円、前年度に比べ、６,０３０万２,００

０円の減額でございます。河川浄化推進事業基金で８４８万２,０００円、水産業振興

基金で２５０万円、減債基金で１億４８３万１,０００円、美里温泉かじか荘基金で３

００万円の繰入でございます。 

  １９款、繰越金、前年度繰越金は２億４,０５５万６,１１９円、前年度に比べ、６,

９６９万１,８９４円の減額でございます。 

  ２０款、諸収入は７,１１４万８,６９３円で、前年度に比べ、６８２万７,９８６円

の増額でございます。 

  １項、延滞金、加算金及び過料で１３０万９,９１２円、２項、町預金利息が２２３

万６,８６７円、３項、雑入では６,７６０万１,９１４円、消防団員退職報奨金が６３

９万８,０００円、市町村振興協会交付金が７３７万８,０００円、派遣職員の人件費負

担金が約２,０１０万円、光ファイバー設備移転補償費、５５８万２,０００円が主な雑

入でございます。 

  ２１款、町債は８億９,１３４万５,０００円でございました。前年度に比べ、１億１,

８０４万６,０００円の減額でございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  歳入合計、７５億３１８万９,９９３円となりました。 

  続きまして、８ページの歳出でございます。 

  １款、議会費の支出済額は９,４３７万８,７１６円で、前年度に比べ、１３７万７,

２１９円の増額でございます。これは職員の異動による給料手当等の増額でございます。 
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  ２款、総務費は８億８,７５１万８,００４円、翌年度繰越額が４億７,５５９万１,０

００円でございます。 

  １項、総務管理費は７億２,８４４万７,５１６円、翌年度繰越金が４億７,５５９万

１,０００円となり、内訳は公共施設テレビデジタル化事業が７０２万円、地上波デジ

タル放送受信支援事業が１,２００万円、地上波デジタル放送難視聴対策事業が２億６,

９１９万９,０００円、吉見集会所建設事業、３,７１２万４,０００円、防災ヘリポー

ト適地調査業務委託事業が７３万５,０００円、定額給付金給付事業、１億４,９５１万

３,０００円が翌年度の繰越となっております。コミュニティバスや芝崎集会所の建設、

また吉見集会所の土地購入等自治振興費で約１億３０万円、防災対策発電機設置整備事

業等防災諸費で約７,６００万円、定額給付金給付費に約３,６００万円となり、庁舎支

所等の管理、広報紙、財産管理、企画関係、電算システム等の事業を実施いたしました。 

  ２項、徴税費は１億２,６３９万２,７２９円、３項、戸籍住民基本台帳費は３,１３

７万３,０３７円、４項、選挙費は２３万９,６１４円、委員の報酬等でございます。５

項、統計調査費は７８万３,９０８円、６項、監査委員費は２８万１,２００円となって

おります。 

  ３款、民生費は１２億５,２８１万６,１６１円で、前年度に比べ、１,６０９万６,８

８５円の増額でございます。翌年度繰越額の９０９万２,０００円は、保育所耐震診断

調査業務委託が６５０万円、子育て応援特別手当交付事業が２５９万２,０００円とな

っております。 

  １項、社会福祉費は９億６,２８３万６,９５９円、老人福祉、障害者福祉、福祉医療

費等の事業を実施し、また国民健康保険事業、老人保健、介護保険、後期高齢者医療費

へ、合わせて約４億８,２５９万円を繰り出しいたしました。 

  ２項、児童福祉費は２億８,９９７万９,２０２円で、約４,７００万円の児童手当費

や約２億７８０万円の保育所費等の事業を実施いたしました。 

  ３項、災害救助費は支出ございません。 

  ４款、衛生費は７億９６９万６,９５７円で、前年度に比べ、３,３８６万２,１７３

円の増額でございます。翌年度繰越額は７,７７１万６,０００円で、内訳といたしまし

ては、五色台広域施設組合建設負担金が４,４４１万６,０００円と、野上区域ごみ処理

場整備事業が３,３３０万円の繰越となっています。 

  １項、保健衛生費は４億５,４８１万５,３７４円、厚生病院組合負担金が約２億９,
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２００万円、予防接種委託料が約８８５万円、五色台広域施設組合管理及び建設負担金

が約１,８００万円、美里簡易水道特別会計繰出金が３,２２０万円、野上簡易水道特別

会計繰出金が７９万７,０００円、胃がん検診等各種検診に約１,２００万円、国保診療

所特別会計繰出金に２,０４０万円となっています。 

  ２項、清掃費は２億５,４８８万１,５８３円、ごみ収集・し尿処理等の事業を実施し、

海南海草環境衛生施設組合負担金が約１億１,９３６万円、合併処理浄化槽設置補助金

が約２,０００万円となっています。 

  ５款、農林水産業費は４億５,１２７万６１１円、前年度に比べ、４,６０９万８２５

円の増額でございます。翌年度繰越額は１,５３７万５,０００円で、農作物鳥獣害防止

柵設置事業が１,０００万円、紀美野婚活支援事業が１００万円、地域住宅モデル普及

推進事業が４３７万５,０００円となります。 

  １項、農業費は３億４,３７７万７８４円で、中山間地域直接支払交付金、約５,３０

０万円、農業集落排水事業特別会計への繰出しが１,６３０万１,０００円、段子峰地区

農道整備事業工事、約２,９８５万円、農道維持補修工事、約４８０万円、地籍調査事

業費に約９,６００万円、小規模土地改良事業費、１,５３０万円等を支出しています。 

  ２項、林業費は１億３１１万２,２２７円で、美しい郷づくり事業等委託料で１,２８

０万円、森林整備地域活動支援交付金等補助交付金に約９００万円、また、林道整備事

業費では林道毛原下滝ノ川線開設工事に約４,０００万円等となっております。 

  ３項、水産業費は貴志川漁業協働組合へのアユ等放流補助金、４３７万６,０００円

となっています。 

  ４項、山村振興費は１万１,６００円で、県山村振興対策協議会への支出となってお

ります。 

  ６款、商工費は２,４８６万１３５円で、前年度に比べ、１０３万７,４８０円の減額

でございます。町商工会補助金に１,２２０万７,０００円、シルバー人材センターに４

００万円、紀美野町伝統工芸後継者育成事業支援事業に３０万円の補助となっておりま

す。また、観光費では山の家おいし施設管理委託料、２４０万円、美里チューリップの

会補助金、１２０万円等となっております。 

  ７款、土木費は６億５,４１８万８,１５４円で、前年度に比べ、５,１０２万８,４０

８円の減額となっています。翌年度繰越額の８,４８１万３,０００円は、町道福田松瀬

線改良工事に５,９８０万８,０００円、町道谷線改良工事に２,５００万５,０００円と
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なっています。 

  １項、土木管理費、３,１２０万４,４５１円。 

  ２項、道路橋梁費は５億６,６４３万３,７１４円で、道路橋梁維持費に約４,６８７

万円で、町道補修及び舗装生活関連工事が約３,５６０万円となっています。また、道

路橋梁改良費では、町道谷線改良工事ほかで約３億９,１７８万円の支出となっており

ます。 

  ３項、住宅費では１,２８７万２,５８３円。 

  ４項、公園費は５０万８,２１４円で、公園の維持管理でございます。 

  ５項、建設残土処理費は４,３１６万９,１９２円で、建設残土処理場の暗渠工事で、

約２,５００万円が主なものでございます。 

  ８款、消防費は３億３,５６６万１,６８２円で、前年度に比べ、１,５９２万６,４３

８円の増額でございます。翌年度繰越額は７,１００万円で、内訳は高規格救急自動車

整備事業で３,０００万円、救急資材積載車整備事業で４,１００万円となっています。 

  次の１０ページをお願いいたします。 

  常備消防費は約２億７,６００万円で、システム保守委託で約２００万円、機器等保

守点検委託、約１６６万円、消防用備品、約５４２万円となっています。非常備消防費

は５,８６０万６,１２３円で、小型動力ポンプ積載車及び小型動力ポンプ消防団活動服

等備品購入費で約１,５３０万円の支出でございます。 

  ９款、教育費は６億１,５１８万８,２５３円で、前年度に比べ、４,０４９万８,１８

６万円の増額となっております。野上小学校給食室エアコン設置工事ほか６件、１,１

５３万円を翌年度繰越としております。 

  １項、教育総務費は１億３,１７８万１,６６２円で、野上小学校校区のスクールバス

２台、美里中学校、下神野小学校校区のスクールバス３台、毛原小学校校区のスクール

バス１台、合計６台のバス運行委託料、約１,１３１万２,０００円にて遠距離通学に対

応しております。 

  ２項、小学校費は５,５２０万４,２２２円で、児童の健康管理、学校施設の維持管理

及び設備、備品の整備充実を図りました。翌年度繰越額、８４７万円の内訳は、野上小

学校給食室エアコン設置工事に２２０万円、下神野小学校給食室エアコン設置工事に１

７７万円、毛原小学校耐震診断業務委託に４５０万円となっております。 

  ３項、中学校費は４,７０２万２,１９９円で、学校施設の維持管理、設備備品の整備
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充実を図り、教育環境の充実に努めました。翌年度繰越額の２００万円は、長谷毛原中

学校屋内運動場屋根塗装工事でございます。 

  ４項、社会教育費は１億４,００２万１,８６８円で、公民館費に約１,６７２万９,０

００円、人権教育費に約８９８万円、美里天文台管理運営費に約３,４５３万６,０００

円、セミナーハウス未来塾管理運営費、約７２０万円、文化センター管理運営費、約１,

７００万円等となっております。中央公民館事務室エアコン設置工事に２６万円、文化

財説明板設置事業に５０万円、美里天文台、月の館空調設置整備事業工事に３０万円、

計１０６万円が翌年度に繰越となっております。 

  ５項、保健体育費は２億４,１１５万８,３０２円、若者広場リニューアル工事が約１

億９,６２８万８,０００円、施設用備品の購入、約７６２万円、平成２１年３月７日に

紀美野町スポーツ公園として竣工式を挙行し、２カ年にわたる改修工事は完成いたしま

した。 

  １０款、災害復旧費は７,９７０万３,３９０円でございます。前年度に比べ、２,３

９８万７,７２８円の増額でございます。 

  １項、公共土木施設災害復旧費も同額で、これは町道大角線道路災害復旧工事の工事

請負費、７,９２０万円が主な支出でございます。地すべりによる被災等で被害の受け

た公共土木施設等を復旧したものでございます。 

  １１款、公債費は１６億８,２９７万５,１３９円で、前年度に比べ、２,５９９万１,

７１５円の減額となっています。元金償還額は１４億５,９７６万９,１０６円、利子償

還額は２億２,３１２万８,５３３円となっております。 

  １２款、諸支出金は４億７,６８５万１,８６９円で、前年度に比べ、２億２,４０９

万５,８０３円の増額でございます。すべて基金の積み立てでございます。 

  歳出合計、７２億６,５１０万９,０７１円、翌年度繰越額、７億４,５１１万７,００

０円、歳入歳出差引残額、２億３,８０８万９２２円となりました。 

  詳細につきましては、事項別明細書をご参照いただきたいと思います。 

  １５０ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、７５億３１８万９,９９３円、歳出総額、７２億６,５１０万９,０７１円、

歳入歳出差引額、２億３,８０８万９２２円、繰越明許費繰越金が２,６２４万４,００

０円となるため、実質収支額は２億１,１８３万６,９２２円となりました。 
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  続きまして、特別会計に移らせていただきます。 

  １５２ページをお願いいたします。 

  平成２０年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、国民健康保険税の収入済額、２億４,５９９万２,４３６円、不納欠損額、１７

０万８,３００円、収入未済額、３,４８０万９,００５円となっております。前年度に

比べ、収入は８,４２２万６,６１８円の減額でございます。減額の理由といたしまして

は、７５歳以上の被保険者、約２,０００名の方が後期高齢者医療に移行したためでご

ざいます。 

  ２款、使用料及び手数料は督促手数料で５万６,２５０円。 

  ３款、国庫支出金は４億５,６１９万２,２５７円、前年度に比べ、２,６９０万１,５

３６円の減額で、１項、国庫負担金は３億１,０３０万７,２５７円、２項、国庫補助金

は１億４,５８８万５,０００円。 

  ４款、療養給付費等交付金は１億７９０万１,０００円、前年度に比べ、１億８,４５

１万８,０００円の減額でございます。 

  ５款、前期高齢者交付金は２億８,１０２万５,８０４円で、平成２０年度からの科目

でございます。 

  ６款、県支出金は７,３４６万３,１３０円で、前年度に比べ、３２９万４,９６６円

の減額でございます。 

  １項、県負担金が１,００９万７,１３０円、２項、県補助金、６,３３６万６,０００

円でございます。 

  ７款、共同事業交付金は２億６８４万６,３４０円で、前年度に比べ、６５７万７,３

８４円の減額でございます。 

  ８款、財産収入は基金の預金利息、６４万７,６８４円で、前年度に比べ、２２万３

５８円の減額でございます。 

  ９款、諸収入は１３４万６,４２２円で、延滞金及び第三者納付金、高齢者医療制度

円滑運営事業補助金でございます。 

  １０款、繰入金は１億５,５０８万１,５７９円で、前年度に比べ、３,２０５万６,５

７５円の減額で、一般会計繰入金が２,０００万円、保健基盤安定繰入金、約４,０００

万円、財政調整基金繰入金、約９,４８０万円となっております。 

  １１款、繰越金は１,０５５万４,６６８円で、前年度に比べ、５,８４９万１,３１７
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円の減額でございます。 

  歳入合計、１５億３,９１０万７,５７０円、不納欠損額、１７０万８,３００円とな

りました。 

  続きまして、歳出でございます。 

  １５４ページをお願いいたします。 

  １款、総務費の支出済額は９２１万３,１７４円で、前年度に比べ、１,７２５万５,

５６５円の減額でございますが、理由といたしましては、昨年度は後期高齢者医療制度

対応システム改修のため、約１,４００万円ほどの支出があったためでございます。 

  １項、総務管理費が７１０万５,２２５円、２項、徴税費が２０２万９,９４９円、３

項、運営協議会費が７万８,０００円となっております。 

  ２款、保険給付費は１０億３,４９９万８,３５９円です。 

  １項、一般被保険者療養諸費が８億２,２８１万５,１４７円、２項、退職被保険者療

養諸費が１億６５６万５,０４６円、３項、審査支払手数料が２８０万４,４００円、４

項、高額療養費が１億２１万３,７６６円、６項、出産育児諸費が２１０万円、７項、

葬祭費が５０万円となっております。 

  ３款、後期高齢者支援金等は１億５,１９５万６,１２４円で、前年度までは老人保健

拠出金でございました。 

  ４款、前期高齢者納付金等は２０万４,６０９円、５款、老人保健拠出金は２,９６７

万９,０１３円、６款、介護納付金は６,５８８万７,９１０円で、前年度に比べ、７２

４万８３７円の減額でございます。 

  ７款、共同事業拠出金は１億７,９６０万３,７２９円で、前年度に比べ、１,７４９

万６,９２２円の増額でございます。 

  ８款、保健事業費は１,２５３万５,９５５円で、５４３万２６１円の増額でございま

す。 

  １項、特定健診審査等事業費が３５３万２,８６８円で、これは平成２０年度からの

科目でございます。２項、保険給付費が９００万３,０８７円。 

  ９款、諸支出金は１,３６５万５,１５２円でございます。 

  １項、償還金及び還付加算金が２４７万２,１５２円、保険税の還付、５８万２,３７

０円、過年度返還金が１８８万９,７８２円となっております。 

  ２項、繰出金は５１８万３,０００円で、野上厚生病院へ２８万３,０００円、診療所
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へ４９０万円となっております。 

  ３項、基金費は６００万円でございます。 

  次の１５６ページをご覧ください。 

  歳出合計が１４億９,７７３万４,０２５円、歳入歳出差引残額が４,１３７万３,５４

５円となっております。 

  １７８ページをご覧ください。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、１５億３,９１０万７,５７０円、歳出総額、１４億９,７７３万４,０２５

円、歳入歳出差引額、４,１３７万３,５４５円となり、実質収支も同額となりました。 

  続きまして、１８０ページをご覧ください。 

  平成２０年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でござ

います。 

  １款、診療収入の収入済額は７,４５０万７,３５８円で、前年度に比べ、９８３万９,

３７７円の減額でございます。 

  ２款、使用料及び手数料は５０万４,０００円で、前年より３万３,３００円の増額で

ございます。 

  ３款、繰入金は２,５３０万円で、前年度より１,３９１万３,０００円の増額でござ

います。 

  ４款、諸収入は１６万８,３３０円で、前年度に比べ、１５８万２,１３３円の減額で

ございますが、理由といたしましては、平成１９年度はへき地診療所会計の清算金、１

５６万円があったためでございます。 

  ５款、繰越金は１,１０３万２,４２９円となっています。 

  歳入合計は、１億１,１５１万２,１１７円となりました。 

  １８２ページの歳出をお願いします。 

  １款、総務費の支出済額は５,７６７万３,８３５円で、前年度に比べ、３５８万９,

２０５円の減額でございます。 

  ２款、医業費は４,１７１万９,９５６円で、このうち医薬材料費が約３,７００万円

となっております。 

  歳出合計は９,９３９万３,７９１円、歳入歳出差引残額は１,２１１万８,３２６円と

なっております。 



－２１－ 

  １９２ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、１億１,１５１万２,１１７円、歳出総額、９,９３９万３,７９１円、歳入

歳出差引額、１,２１１万８,３２６円となり、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、１９４ページをお願いいたします。 

  平成２０年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料の収入済額は４,００８万１,５０７円で、前年度に比べ、９

万２,０００円の増額でございます。 

  １項、使用料は水道使用料で４,００６万３,５０７円、徴収率は現年度、９８.９

１％、滞納分で１９.７５％となっております。 

  ２項、手数料は１万８,０００円でございます。 

  ２款、分担金及び負担金は４７万２,５００円、給水加入負担金となっております。 

  ３款、県支出金、５,５８６万６,０００円は、簡易水道施設整備事業補助金です。 

  ４款、繰入金は、一般会計からの７９万７,０００円でございます。 

  ５款、諸収入、１,２３０万６,９０３円は、落雷事故による損害保険料が約４３０万

円、消火栓設置工事負担金が約４９２万６,０００円、消費税の還付金、約２８２万９,

０００円が主なものでございます。 

  ６款、町債は１億４,４００万円。 

  ７款、繰越金が２,４９２万３,７８８円。 

  歳入合計、２億７,８４４万７,６９８円でございます。 

  次の１９６ページをご覧ください。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費の支出済額は２億４,５７１万２,３９７円で、河北統合簡易水道事業施

設整備事業に２億８９５万円、施工管理委託料に２９４万円が主なものでございます。 

  ２款、公債費は１８３万５,０３２円で、長期債の利子でございます。 

  歳出合計、２億４,７５４万７,４２９円、歳入歳出差引残高、３,０９０万２６９円

となりました。 

  ２０６ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、２億７,８４４万７,６９８円、歳出総額、２億４,７５４万７,４２９円、



－２２－ 

歳入歳出差引額、３,０９０万２６９円となり、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、２０８ページをお願いいたします。 

  平成２０年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料の収入済額は６,４８８万５,３８０円で、前年度に比べ、４

８万２,５１０円の減額でございます。 

  １項、使用料は、水道使用料が６,４８４万３８０円、徴収率では現年度分で９９.４

９％、滞納分で５３.６％となっております。 

  ２項、手数料は４万５,０００円。 

  ２款、分担金及び負担金は１３４万４,０００円で、前年度に比べ、８４０万１,２６

０円の減額でございます。 

  １項、負担金、１１７万６,０００円は給水加入負担金でございます。 

  ２項、分担金は１６万８,０００円、これは受益者分担金でございます。 

  ３款、繰入金は一般会計よりの３,２２０万円で、前年度に比べ、９８０万円の減額

でございます。 

  ４款、諸収入は１,１０３万７,２９４円で、消費税還付金が５５１万４,４２０円、

水道管移設工事補償費が４６６万８２４円、消火栓設置負担金が８６万２,０５０円と

なっております。 

  ５款、繰越金は７４万４,６８７円。 

  ７款、町債は４８０万円でございます。 

  歳入総額、１億１,５０１万１,３６１円でございます。 

  次の２１０ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費の支出済額は６,２２４万８,９９４円で、町道谷線の道路改良工事に伴

う水道管移設工事や谷口橋整備工事に伴う移設工事で約４７０万円となっております。 

  ２款、公債費は５,２００万７,９８６円で、前年度に比べ、１,５１９万９１２円の

増額となっております。元金償還が約２,８８０万円、利子償還が約２,３００万円とな

っております。 

  歳出総額、１億１,４２５万６,９８０円でございます。 

  歳入歳出差引残額、７５万４,３８１円となりました。 

  ２２０ページをお願いいたします。 



－２３－ 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、１億１,５０１万１,３６１円、歳出総額、１億１,４２５万６,９８０円、

歳入歳出差引額、７５万４,３８１円、実質収支も同額となりました。 

  続きまして、２２２ページをご覧ください。 

  平成２０年度紀美野町老人保健事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、支払基金交付金の収入済額は１億３２５万９,８１５円で、前年度に比べ、９

億１,２８６万５,４４６円の減額でございます。老人保健法の改正に伴い、平成２０年

４月より後期高齢者に移行し、整理清算の会計となりました。 

  ２款、国庫支出金は５,４９７万９４７円で、前年に比べ、５億９,８４１万４,６４

３円の減額でございます。 

  １項、国庫負担金が５,４９７万９４７円。 

  ３款、県支出金は１,４８９万８,８２５円で、前年度に比べ、１億４,７４５万４,３

５８円の減額でございます。 

  ４款、繰入金は一般会計繰入金で１,５６４万５,０００円、前年度に比べ、１億６,

５９０万４,０００円の減額でございます。 

  ５款、諸収入は１,８００円でございます。 

  歳入総額、１億８,８７７万６,３８７円でございます。 

  次の２２４ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額は総務管理費、９１万９,６５０円で、前年度に比べ、２,１

２０万９,４６８円の減額でございます。 

  ２款、医療諸費、１億８,５３２万１,６７７円、前年度に比べ、１７億９,７３１万

４,８９２円の減額でございます。 

  ３款、諸支出金、２４４万８,８８７円で、過年度返還金でございます。 

  ５款、繰上充用金は５２２万１,０２８円で、前年度に比べ、８４１万８,６２８円の

減額でございます。 

  歳出合計は１億９,３９１万１,２４２円でございます。 

  歳入歳出差引、歳入不足額、５１３万４,８５５円となりましたので、平成２１年度

で繰上充用いたしました。 

  ２３４ページをお願いいたします。 



－２４－ 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、１億８,８７７万６,３８７円、歳出総額、１億９,３９１万１,２４２円、

歳入歳出差引額、マイナス５１３万４,８５５円となり、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、２３６ページをお願いいたします。 

  平成２０年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  ２款、使用料及び手数料の収入済額は８５１万２００円で、前年度に比べ、２１万５,

２００円の減額でございます。不納欠損額は８万４,４００円でございました。施設使

用料の徴収率は現年度分で９８.６２％、滞納分で１５.１０％となっております。 

  ３款、繰入金は一般会計繰入金の１,６３０万１,０００円で、前年度に比べ、４８万

２,０００円の増額でございます。 

  ４款、繰越金は前年度繰越金の４６万７,３５６円。 

  歳入合計、２,５２７万８,５５６円でございます。 

  次の２３８ページをご覧ください。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額は施設管理費で１,０９１万５,０９４円、前年度とほぼ変わ

りありません。 

  ２款、公債費は１,４１４万３,１４６円、元金償還分が７,０３７万２,０００円、利

子償還分が６７７万円となりました。 

  歳出合計、２,５０５万８,２４０円、歳入歳出差引残額、２２万３１６円となりまし

た。 

  ２４６ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、２,５２７万８,５５６円、歳出総額、２,５０５万８,２４０円、歳入歳出

差引額、２２万３１６円となり、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、２４８ページをご覧ください。 

  平成２０年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、介護保険料の収入済額、１億６,６９６万１,１５０円、不納欠損額、４３万９,

８００円、収入未済額、１４８万８,８００円で、前年度に比べ、収入で５万９,１００

円の減額でございます。徴収率は、普通徴収現年度分で９３.２４％、滞納分で４９.３

１％となっております。 



－２５－ 

  ２款、使用料及び手数料は督促手数料の１万１,６５０円。 

  ３款、国庫支出金は３億９,４６２万３,４７７円で、前年度に比べ、２,６９９万６,

０５９円の増額となっております。 

  １項、国庫負担金が２億４,２６４万４,０００円、２項、国庫補助金が１億５,１９

７万９,４７７円。 

  ４款、支払基金交付金は４億２,８１２万８,０００円で、前年度に比べ、１,３７０

万３,２８２円の増額でございます。 

  ５款、県支出金は２億６２０万３,４２０円で、前年度に比べ、７０６万７１円の増

額でございます。 

  １項、県負担金で２億１０８万６,０００円、２項、県補助金で５１１万７,４２０円。 

  ６款は繰入金で、一般会計繰入金が１億８,５９３万５,８３９円で、前年度に比べ、

１,６０７万６,０７０円の増額でございます。 

  ７款、繰越金は前年度繰越金、２,２８３万１,１００円で、前年度に比べ、２,１４

１万１,７９１円の増額でございました。 

  ８款、町債は財政安定化基金貸付金の２,７９０万円。 

  ９款、諸収入は雑入の５５３万５,８９２円、介護予防計画作成報酬が主なものでご

ざいました。 

  歳入総額、１４億３,８１３万５２８円、不納欠損額、４３万９,０００円となりまし

た。 

  次の２５０ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額は１,８８３万５,３２８円で、前年度に比べ、２１万２２０

円の増額でございます。 

  １項、総務管理費は８９３万８,２４０円、２項、徴収費は１１３万１,５１４円、３

項、介護認定審査会費、８７４万７,５７４円で、そのうち委員報酬が３２７万６,００

０円と、主治医意見作成手数料、４２２万１,１５０円が主な支出でございます。４項、

地域密着サービス運営委員会費が１万８,０００円。 

  ２款、保険給付費が１３億５,１７７万８,１７７円で、前年度に比べ、６,７１６万

２５７円の増額でございます。 

  １項、介護サービス等諸費は１１億８,２４９万７,１４４円、２項、介護予防サービ



－２６－ 

ス等諸費は４,５４６万７,１６４円、３項、その他諸費、１９６万２,３２０円、４項、

高額介護サービス等諸費、３,１５９万９,２９９円、５項、特定入所者介護サービス等

費、９,０２５万２,２５０円。 

  ３款、財政安定化基金拠出金、１０４万４,９４７円は、前年度と変わりございませ

ん。 

  ４款、地域支援事業費は２,６２３万８,９５２円で、前年度に比べ、４５４万４０５

円の増額でございます。 

  １項、介護予防事業費が７９８万３,９１８円、２項、包括的支援事業・任意事業費

が１,８２５万５,０３４円でございます。 

  ６款、諸支出金は２,２６６万７,２５０円で、前年度に比べ、１,９５３万２,４０９

円の増額でございます。 

  １項、諸支出金、１,４４６万３,６１３円、３項、基金費の約８２０万円が介護従事

者処遇改善臨時特例基金への積み立てでございます。 

  ７款、公債費は財政安定化基金償還金の１９０万円で、前年度と同額となっておりま

す。 

  歳出合計、１４億２,２４６万４,６５４円、歳入歳出差引残額、１,５６６万５,８７

４円でございます。 

  ２７２ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、１４億３,８１３万５２８円、歳出総額、１４億２,２４６万４,６５４円、

歳入歳出差引額が１,５６６万５,８７４円でございます。実質収支額も同額となりまし

た。 

  続きまして、２７４ページをお願いいたします。 

  平成２０年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計歳入歳出決算書の歳入で

ございます。 

  １款、使用料及び手数料の収入済額は３,５４８万５,６３５円で、前年度に比べ、１

８５万３６５円の減額となりました。ふれあい公園施設使用料、約３,２７３万円及び

ふれあい館使用料が約２７５万５,０００円でございます。 

  ２款、財産収入は８万４,２６４円で、ふれあい公園財政調整基金の利息でございま

す。 



－２７－ 

  ３款、繰越金は前年度繰越金の１,８８２万２,９９７円となり、前年度に比べ、１,

４５５万２,６２８円の減額でございます。 

  ４款、諸収入は９７０万６,２９５円で、前年度に比べ、１０万４,４２５円の減額で

ございます。 

  １項、受託事業収入は県営施設受託事業収入の９５９万５,１１０円、２項、雑入は

１１万１,１８５円でございます。 

  歳入合計、６,４０９万９,１９４円でございます。 

  次の２７６ページの歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額は４,８０６万３,１４０円でございます。前年度に比べ、５

９６万７,７９２円の増額でございますが、これは職員１名の人件費を本会計で支出し

たのが、主な理由でございます。 

  ３款、諸支出金は財政調整基金の積立金、９４９万５,７６６円を基金といたしまし

た。 

  歳出合計、５,７５５万８,９０６円、歳入歳出差引残額、６５４万２８８円でござい

ます。 

  ２８４ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額、６,４０９万９,１９４円、歳出総額、５,７５５万８,９０６円、歳入歳出

差引額が６５４万２８８円で、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、２８６ページをお願いいたします。 

  平成２０年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書の歳入でございます。 

  １款、保険料の収入済額は９,１２０万８,７００円、１項、後期高齢者医療保険料で、

特別徴収保険料は６,４１２万１００円で、徴収率は１００％、普通徴収の保険料は２,

７０８万８,６００円で、徴収率は９８.８９％でございました。 

  ２款、使用料及び手数料は９,９００円、これは督促手数料でございます。 

  ３款、繰入金は２億２,０８０万９,６３６円で、一般会計からの繰入でございます。 

  ４款、諸収入は１０万１,４７０円、雑入でございます。 

  ５款、国庫支出金が２９４万円で、後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金でござ

います。 

  歳入合計、３億１,５０６万９,７０６円でございます。 
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  次の２８８ページをご覧ください。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費の支出済額は２,０８５万９,２０９円です。 

  １項、総務管理費は１,９４４万８,１８６円で、職員２名の人件費と後期高齢者医療

システム保守委託料、３５７万円が主な支出でございます。２項、徴収費が１４１万１,

０２３円でございます。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金が２億９,２３２万７,７８９円でございます。 

  歳出合計が３億１,３１８万６,９９８円、歳入歳出差引残額が１８８万２,７０８円

となっております。 

  ２９８ページをご覧ください。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額が３億１,５０６万９,７０６円、歳出総額が３億１,３１８万６,９９８円、

歳入歳出差引額が１８８万２,７０８円、実質収支も同額でございます。 

  続きまして、財産に関する調書でございます。 

  ３００ページをお願いいたします。 

  財産に関する調書は、町の平成２１年３月３１日での財産の状況を記載しております。 

  １の公有財産（１）土地及び建物は、道路、橋梁、河川等を除く土地建物の状況を記

載しております。年度中増減の土地で、公共用財産のその他の施設で、４７４平米が増

加しております。これは下佐々中吉見の吉見集会所用地でございます。 

  次に、建物では木造で８６平米が増加し、６６平米が減少しております。８６平米の

増加は動木、芝崎集会所の新築で、６６平米の減少は同集会所の取り壊しでございます。 

  次に、非木造の４９平米と６６平米でございますが、４６平米は野上簡水河北配水室

のポンプ室の建て屋で、６６平米は同じく志賀野配水池の建て屋でございます。 

  ３０６ページをご覧ください。 

  （２）山林（３）有価証券は増減ございません。 

  （４）出資による権利では、新たに地方公営企業等金融機構へ１４０万円を出資して

おります。 

  次のページをご覧ください。 

  ２の物品でございます。自動車等の増減を記載しておりますが、説明は省略させてい

ただきます。 



－２９－ 

  ３０９ページをお願いいたします。 

  ３の基金でございます。単位は１,０００円となっております。 

  一般会計財政調整基金は１億３,６１６万６,０００円を積み立てましたので、現在高

は５億５,２４１万２,０００円でございます。減債基金は８,０５１万７,０００円を積

み立て、１億４８３万１,０００円を取り崩しましたので、現在高は９,５８１万３,０

００円でございます。 

  上芝貞雄文化教育振興基金は１５万６,０００円を積み立てたため、現在高は３,６５

４万７,０００円でございます。 

  ふるさと創生基金は９,０００円を積み立てましたので、現在高は２５９万３,０００

円でございます。 

  福祉基金は増減ございません。現在高は１,１７８万５,０００円でございます。 

  河川浄化推進事業基金は２５万１,０００円を積み立て、８４８万２,０００円を取り

崩しましたので、現在高は５,０１３万１,０００円でございます。 

  中山間ふるさと水と土保全基金は増減ございません。現在高は２,０４９万８,０００

円でございます。 

  土地開発基金は不動産に増減ございません。現金で１６万４,０００円を積み立てま

したので、現在高は３,８９６万円でございます。 

  美里温泉かじか荘基金は１万２,０００円を積み立て、３００万円を取り崩しました

ので、現在高は３２万４,０００円です。 

  水産業振興基金は１万８,０００円を積み立て、２５０万円を取り崩しましたので、

現在高は２７９万５,０００円でございます。 

  地域振興基金は１億２８１万４,０００円を積み立てましたので、現在高は１億８０

９万円でございます。 

  紀美野町地上デジタル放送中継施設基金は、平成２０年度からの基金でございますが、

平成２１年３月３１日現在では５,７０９万円を積み立てましたので、現在高は５,７０

９万円でございます。 

  紀美野町ふるさとまちづくり応援基金は１万円を積み立て、現在高は１万円でござい

ます。 

  紀美野町合併振興基金は、新たに１億円を積み立てましたので、現在高は１億円でご

ざいます。 
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  国民健康保険財政調整基金は６００万円を積み立て、１億１,９８７万８,０００円を

取り崩しましたので、現在高は６,５３１万２,０００円でございます。 

  国民健康保険出産費資金貸付基金は増減ありません。現在高は９６万円でございます。 

  ふれあい公園運営事業財政調整基金は９４９万６,０００円を積み立て、現在高は２,

９０９万３,０００円でございます。 

  基金の現金合計残高は１１億７,２４１万３,０００円でございました。 

  大変簡単な説明でまことに恐縮ですが、これで説明を終わらせていただきます。 

  以上です。 

（会計管理者 岡本卓也君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時３９分） 

―――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午前１０時５５分） 

○議長（美野勝男君）    説明が終わりましたので、監査結果について報告願います。 

  代表監査委員、中谷君。 

（代表監査委員 中谷 一君 登壇） 

○代表監査委員（中谷 一君）    平成２０年度紀美野町歳入歳出決算審査意見書。 

  地方自治法第２３３条第２項の規定により、平成２０年度紀美野町一般会計及び特別

会計歳入歳出決算並びに関係帳簿、証書類を審査した結果、その意見は下記のとおりで

ある。 

 審査対象。 

 （１）平成２０年度紀美野町一般会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。 

 （２）平成２０年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証

書類。 

 （３）平成２０年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算及び関係帳

簿、証書類。 

 （４）平成２０年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証
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書類。 

 （５）平成２０年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証

書類。 

 （６）平成２０年度紀美野町老人保健事業特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。 

 （７）平成２０年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証

書類。 

 （８）平成２０年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。 

 （９）平成２０年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計歳入歳出決算及び関

係帳簿、証書類。 

 （１０）平成２０年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証

書類。 

  審査期日、平成２１年８月１２日から平成２１年８月２０日まで。 

  審査の総括的意見。 

  各会計の予算額及び収入支出済額は、関係帳簿により、出納証書類を余すところなく

照査の上、その内容についても慎重に審査した結果、本決算は正確であることを認めた。 

  世界経済が急激に冷え込む中、日本経済においても、平成２０年度後半に景気後退の

影響が出始めた。平成２１年度予算において税収不足が危惧されるところである。 

  所得税から個人住民税への税源移譲が２年目となり、今まで以上に町税の徴収が重要

になってきている。当町においては、昨年度に比べ、徴収率が向上しており、徴収に尽

力されていることが伺える。貴重な自主財源確保のため、なお一層の徴収努力に努めら

れたい。 

  また、地方交付税については、地方税の偏在是正により生じた財源を活用し、新たに

地方再生対策費が算定されたこと等により増加している。 

  地方債については、防災行政無線整備事業や美里中学校耐震補強事業が、平成１９年

度に終了したことにより減少している。 

  支出面においては、消耗品等町内業者から調達できるものについては、ほぼ調達され

ているが、今後も町内業者育成、町活性化のため、積極的に町内業者をご活用していた

だきたい。 

  借地については、継続的な借地料の支払いが、町財政の硬直化につながりかねないも

のである。地権者と十分話し合いを行い、借地行政の解消に努めていただきたい。 
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  職員数が年々減少する中、適正な人員配置により、住民サービスを低下させることな

く、業務の効率的な運営と合理化に努めていただきたい。 

  また、地方債残高は依然として高い状況であるので、町財政の健全化のため、高率の

地方債の繰上償還を行い、実質公債費比率、将来負担比率の低減に努めていただきたい。 

  美里温泉かじか荘基金及び水産業振興基金については、それぞれの目的を達成するた

め、基金から繰入を行い、財団法人紀美野町ふるさと公社、貴志川漁業協同組合へ補助

を行っているが、基金残高が少なくなってきており、今後のふるさと公社、貴志川漁協

の運営に十分注視し、的確な助言等を行っていただきたい。 

  審査の個別意見書。 

  ２７ページを開いてください。 

  平成２０年度財政健全化審査意見書。 

  １、審査の概要。 

  この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

  ２、審査の結果。 

  （１）総合意見。 

  審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

  実質赤字比率、早期健全化基準、１５％。連結実質赤字比率、早期健全化基準では２

０％。実質公債費比率、平成２０年度は１９.４％、早期健全化基準、２５％。将来負

担比率、平成２０年度、２０７.４％、早期健全化基準、３５０％。 

  （２）個別意見。 

  ①実質赤字比率について。 

  平成２０年度の実質赤字比率は０％となっており、早期健全化基準の１５％と比較す

ると、これを下回り、よい状況である。 

  ②連結実質赤字比率について。 

  平成２０年度の連結実質赤字比率は０％となっており、早期健全化基準の２０％と比

較すると、これを下回り、よい状況である。 

  ③実質公債費比率について。 

  平成２０年度の実質公債費比率は１９.４％となっており、早期健全化基準の２５％
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と比較すると、これを下回っている状況である。 

  ④将来負担比率について。 

  平成２０年度の将来負担比率は２０７.４％となっており、早期健全化基準の３５

０％と比較すると、これを下回り、よい状況である。 

  （３）是正改善を要する事項。 

  特に指摘すべき事項はない。 

              平成２１年８月２５日 紀美野町代表監査委員 中谷 一 

                         紀美野町監査委員   美濃良和 

  １５ページをご覧ください。 

  平成２０年度紀美野町一般会計歳入歳出決算審査意見書。 

  平成２０年度紀美野町一般会計歳入歳出決算について、地方自治法第２３３条第２項

の規定により、町長より決算審査の請求を受け、慎重審査したところ、収入、支出票及

び証拠書類と符合一致したので、本会計決算は正当なるものと認める。 

              平成２１年８月２５日 紀美野町代表監査委員 中谷 一 

                         紀美野町監査委員   美濃良和 

  平成２０年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算審査意見書。 

  平成２０年度紀美野町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法

第２３３条第２項の規定により、町長より決算審査の請求を受け、慎重審査したところ、

収入、支出票及び証拠書類と符合一致したので、本会計決算は正当なるものと認める。 

              平成２１年８月２５日 紀美野町代表監査委員 中谷 一 

                         紀美野町監査委員   美濃良和 

  平成２０年度紀美野町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算審査意見書、平成２

０年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計歳入歳出決算審査意見書、平成２０年度紀美

野町美里簡易水道特別会計歳入歳出決算審査意見書、平成２０年度紀美野町老人保健特

別会計歳入歳出決算審査意見書、平成２０年度紀美野町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算審査意見書、平成２０年度紀美野町介護保険事業特別会計歳入歳出決算審査意

見書、平成２０年度紀美野町野上ふれあい公園運営事業特別会計歳入歳出決算審査意見

書、平成２０年度紀美野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算審査意見書につきまし

ては、先ほどの国民健康保険事業特別会計の意見書と以下同文でございますので、省略

させていただきます。 



－３４－ 

  基金の運用状況の審査意見書。 

  地方自治法第２４１条第５項の規定により、基金、一般会計財政調整基金、減債基金、

ふるさと創生基金、中山間ふるさと水と土保全対策基金、福祉基金、水産業振興基金、

河川浄化推進事業基金、土地開発基金、美里温泉かじか荘基金、上芝貞雄文化教育振興

基金、地域振興基金、地上デジタル放送中継施設基金、ふるさとまちづくり応援基金、

合併振興基金、国民健康保険財政調整基金、国民健康保険出産費資金貸付基金及びふれ

あい公園運営事業財政調査基金につき審査したところ、その運用状況に問題なく、また、

預金証書の額面、利息、計算書、その他証票書類が符合したので適正であることを認め

た。 

              平成２１年８月２５日 紀美野町代表監査委員 中谷 一 

                         紀美野町監査委員   美濃良和 

  以上です。 

（代表監査委員 中谷 一君 降壇） 

◎日程第１４ 議案第８８号 平成２０年度紀美野町上水道事業会計決算の認定について 

○議長（美野勝男君）    日程第１４、議案第８８号、平成２０年度紀美野町上水道

事業会計決算の認定について、説明を願います。 

  水道課長、三宅君。 

（水道課長 三宅 敏和君 登壇） 

○水道課長（三宅敏和君）    議案書の１１ページをお開き願います。 

  議案第８８号、平成２０年度紀美野町上水道事業会計決算の認定について。 

  地方公営企業法第３０条第４項の規定により、表記決算を別冊により、別紙監査委員

の意見書（写）をつけて、議会の認定に付する。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  別冊の上水道の決算書をお願いをいたします。 

  １ページをお開き願います。 

  １.決算報告書。 

  平成２０年度紀美野町上水道事業決算報告書。 

  （１）収益的収入及び支出でございます。 

  まず収入でございますが、第８款、水道事業収益で決算額、１億２,１５３万７,５９

３円、予算額に対し、決算額の増減は４０６万４０７円の減額でございます。 
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  １項、営業収益、決算額、１億１,９０３万８,６３４円で、予算額に対し、４８２万

２,３６６円の減でございます。 

  ２項、営業外収益では、決算額、２４９万８,９５９円、予算額に対し、７６万１,９

５９円の増でございます。 

  次に支出でございます。 

  ９款、事業費用の決算額が１億１,５７４万６,８７９円で、不用額が９８５万１,１

２１円でございます。 

  １項、営業費用、決算額が１億４４６万８,６２１円でございます。不用額が９２５

万１,３７９円でございます。 

  ２項、営業外費用で、決算額が１,１２７万８,２５８円でございます。不用額が５０

万９,７４２円でございます。 

  ４項、予備費では決算額は０で、不用額が９万円でございます。 

  ２ページをお開き願います。 

  （２）資本的収入及び支出でございます。 

  まず収入でございますが、１０款、資本的収入の決算額が７９５万９,０００円で、

予算額に対し、１０４万１,０００円の減でございます。 

  ２項、他会計負担金は決算額が７９５万９,０００円で、予算額に対し、１０４万１,

０００円の減でございます。 

  次に支出でございます。 

  １１款、資本的支出では、決算額が２,１４４万７,６３７円、不用額が１,６１４万

７,３６３円でございます。 

  １項、建設改良費では、決算額、１,２８０万２,６５０円、不用額が１,６１４万７,

３５０円でございます。 

  ２項、企業債償還金が、決算額、８６４万４,９８７円で、不用額が１３円でござい

ます。 

  資本的収入が資本的支出に対して不足する額、１,３４８万８,６３７円は、消費税及

び地方消費税資本的収支調整額、２３万６５０円、過年度分損益勘定留保資金、３３３

万５,９７１円及び当年度損益勘定留保資金、９９２万２,０１６円で補てんいたしまし

た。 

  ３ページをお願いいたします。 
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  ２の損益計算書、平成２０年度紀美野町上水道事業損益計算書でございます。 

  １、営業収益では（１）給水収益が１億１,２４９万２３６円、（２）受託工事収益

はございません。（３）その他営業収益が８８万４,６８０円。 

  営業収益の合計といたしまして、１億１,３３７万４,９１６円でございます。 

  ２、営業費用、（１）原水及び浄水費が１,３８６万３,０８２円、（２）配水及び給

水費が２,８１６万５,２２９円、（３）受託工事費は０でございます。（４）業務及び

総係費が３,５１３万８,０６４円、（５）減価償却費が２,５７９万３,４８９円、

（６）資産消耗費は０でございます。（７）その他営業費用は０で、営業費用の合計と

いたしましては、１億２９５万９,８６４円となりまして、営業収益の１億１,３３７万

４,９１６円から、営業費用、１億２９５万９,８６４円を差し引きまして、営業利益が

１,０４１万５,０５２円でございます。 

  ４ページをお開き願います。 

  ３、営業外収益、（１）受取利息及び配当金が４６万７,１５９円、（２）雑収益が

１９３万５,０５５円、計２４０万２,２１４円でございます。 

  ４、営業外費用では、（１）支払利息、６７１万３,４１３円、これは企業債の利息

でございます。（２）雑支出が５５万１１円、これは消火栓設置工事でございます。営

業外費用といたしましては、計７２６万３,４２４円となり、４８６万１,２１０円のマ

イナスでございます。経常利益といたしましては、５５５万３,８４２円でございます。 

  ５、特別利益及び６の特別損失はございません。 

  当年度純利益は５５５万３,８４２円、前年度繰越利益剰余金が１億５,２１７万１,

７１６円で、当年度未処分利益剰余金が１億５,７７２万５,５５８円でございます。 

  続きまして、５ページをお願いいたします。 

  ３.剰余金計算書。 

  平成２０年度紀美野町上水道事業剰余金計算書でございます。 

  まず、利益剰余金の部でありますが、Ⅰ、減債積立金として、１、前年度末残高が０

でございます。２、前年度繰入額が５０万円、３、当年度処分額が０でございます。４、

当年度末残高といたしましては５０万円でございます。 

  Ⅱ、建設改良積立金はございません。 

  積立金合計といたしまして、５０万円でございます。 

  ６ページをお願いいたします。 
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  Ⅲ、未処分利益剰余金では、（１）前年度未処分利益剰余金が１億５,２６７万１,７

１６円、（２）前年度利益剰余金処分額で、１の現在積立金が５０万円、２の建設改良

積立金はございません。 

  繰越利益剰余金年度末残高が１億５,２１７万１,７１６円で、（３）当年度純利益が

５５５万３,８４２円でございます。 

  当年度未処分利益剰余金が１億５,７７２万５,５５８円でございます。 

  続きまして、資本剰余金の部でありますが、Ⅰ、補助金として、１、前年度末残高が

３２万８,０００円、２、当年度末残高が３２万８,０００円でございます。 

  Ⅱ、工事負担金として、１、前年度末残高が１億１,１１１万６６５円、２、当年度

発生高が７５８万円、３、当年度末残高が１億１,８６９万６６５円、翌年度繰越資本

剰余金が１億１,９０１万８,６６５円でございます。 

  続きまして、７ページの４.剰余金処分計算書でございます。 

  平成２０年度紀美野町上水道事業剰余金処分計算書（案）といたしまして、１、当年

度未処分利益剰余金が１億５,７７２万５,５５８円、２、利益剰余金処分額で、（１）

減債積立金が５０万円、（２）建設改良積立金がございません。３、翌年度繰越利益剰

余金といたしましては、１億５,７２２万５,５５８円となります。 

  ５.貸借対照表、平成２０年度紀美野町上水道事業貸借対照表の資産の部でございま

す。 

  １、固定資産でございます。（１）有形固定資産として、イ、土地が１,２６６万７

０９円、ロ、建物については２,２０４万３,２２８円でありまして、減価償却累計額を

差し引きまして、８６７万２,２８２円となります。 

  続きまして、８ページをお願いいたします。 

  ハ、構築物について、９億４４５万２,７３９円でありまして、原価償却累計額を差

引まして、５億７,１９８万７,８６１円となります。 

  ニ、機械及び装備については、１億１,８３４万３,６３７円でありまして、減価償却

累計額を差し引きまして、１,３９４万３,６０２円となります。 

  ホ、車両及び運搬具については７６５万７,６０６円でありまして、減価償却累計額

を差し引きまして、１８７万５,４１９円となります。 

  ヘ、工具器具及び備品については５８４万２,８４０円でありまして、減価償却累計

額を差し引きまして、１４２万２,５６０円となります。 
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  有形固定資産合計及び固定資産合計が同額の６億１,０５６万２,４３３円でございま

す。 

  次に２、流動資産でございます。（１）現金預金は平成２１年３月末で１億４,６４

０万１６５円でございます。現金預金の内容といたしましては、定期が９,２００万円

と普通預金が５,４４０万１６５円でございます。（２）未収金が３７４万９,３３０円

でございます。（３）貯蔵品が３０万５,４３４円、（４）その他流動資産が０でござ

います。 

  流動資産合計が１億５,０４５万４,９２９円で、資産合計といたしまして、７億６,

１０１万７,３６２円でございます。 

  続きまして、９ページの負債の部をお願いをいたします。 

  ３、固定負債、（１）引当金、イ、修繕引当金が７７０万２,０００円でございます。

固定負債合計が同じく７７０万２,０００円でございます。 

  ４、流動負債、（１）未払金が１,６５９万６,４５０円でございます。（２）その他

流動負債が１３万１,５７４円でございます。流動負債合計が１,６７２万８,０２４円

で、負債合計が２,４４３万２４円でございます。 

  続きまして、資本の部でありますが、５、資本金、（１）自己資本金、イ、固有資本

金が２９９万９,６６０円、ロ、繰入資本金が３,５４０万円、ハ、組入資本金が１億１,

５１２万５,９９８円でありまして、自己資本金合計といたしまして、１億５,３５２万

５,６５８円でございます。 

  続きまして、１０ページをお願いいたします。 

  （２）借入資本金では、イ、企業債が３億５８１万７,４５７円で、借入資本金の合

計が３億５８１万７,４５７円でございます。 

  資本金合計が４億５,９３４万３,１１５円でございます。 

  ６、剰余金（１）資本剰余金で、イ、国庫補助金が３２万８,０００円、ロ、負担金

が１億１,８６９万６６５円、資本剰余金合計といたしまして、１億１,９０１万８,６

６５円でございます。 

  （２）利益剰余金で、イ、減債積立金が５０万円でございます。ロ、建設改良積立金

が０でございます。ハ、当年度未処分利益剰余金が１億５,７７２万５,５５８円であり

まして、利益剰余金合計が１億５,８２２万５,５５８円でございます。 

  剰余金合計が２億７,７２４万４,２２３円、資本合計が７億３,６５８万７,３３８円
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でございます。 

  負債資本合計といたしまして、７億６,１０１万７,３６２円でございます。 

  続きまして１１ページの６、事業報告書でございます。 

  平成２０年度紀美野町上水道事業報告書で１、概況として、（１）総括事業、営業で

給水人口が平成２０年度末５,７４９人で、前年度に比較いたしまして１２６人の増で

ございます。配水量の総量では６８万７,８４５立米、前年度と比較いたしまして、１

１万５,７０５立米の減となってございます。１日最大が２,０７１立米で、前年度より

７３７立米の減でございます。１日の平均が１,８８５立米で、前年度より３１６立米

の減でございます。有収水量が６８万２７９立米で、前年度より２万６,８４１立米の

減でございます。有収率が平成２０年度は９８.９％で、前年度より１０.９％向上して

ございます。 

  （２）水道事業関係議会議決事項といたしましては、議案第３６号は平成２０年度紀

美野町上水道事業会計当初予算として、平成２０年３月１１日に提出いたしまして、３

月２１日に議決をいただきました。議案第６５号は、平成２０年度の第１号補正予算と

して、平成２０年６月９日に提出し、６月１７日に議決を賜りました。議案第９７号は、

平成２０年度の補正予算（第２号）として、平成２０年９月１１日に提出し、９月２５

日に議決を賜りました。議案第１１３号は平成２０年度の補正予算（第３号）として、

平成２０年１２月９日に提出し、１２月１８日に議決を賜りました。議案第３１号は、

平成２０年度の補正予算（第４号）として、平成２１年３月６日に提出し、３月１１日

に議決を賜りました。 

  続きまして、１２ページをお願いをいたします。 

  （３）職員に関する事項でございます。 

  平成２１年３月３１日現在では事務吏員が２名、技術吏員が３名で、計５名でござい

ます。これは前年度と変わりはございません。 

  次に２、工事でございます。 

  （１）建設改良工事の概況では、２件の工事を施工いたしました。１つは工事名が県

道奥佐々阪井線下佐々・小畑地内配水管新設工事で、施工内容は配水管口径１００ミリ

と７５ミリ、合わせまして延長１５５メートルを施工いたしました。 

  ２つ目は工事名が平中通り線配水管布設替え工事で、施工内容は延長１２０メートル

の配水管布設工事を施工いたしました。 
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  （２）保存工事の概況は、ございません。 

  次に１３ページでございますが、３、業務に関しましては、先ほど説明申し上げまし

た総括事業と同じ内容でございますので、省略させていただきます。 

  続きまして、１５ページをお開き願います。 

  ４、会計、（１）重要契約の要旨でございます。 

  契約年月日が平成２１年２月１８日、契約金額が４８４万３,６５０円、これは先ほ

ど説明させていただきました県道奥佐々阪井線下佐々・小畑地内配水管新設工事でござ

います。契約の相手方は永尾水道工事店でございます。 

  次に、契約年月日が平成２１年２月１８日、契約金額が６５２万５００円、これは平

中通り線配水管布設替え工事でございます。契約の相手方は新谷鉄工でございます。 

  次に、契約年月日が平成２０年１１月１４日、契約金額が１４３万８,５００円、こ

れは平中通り線配水管布設替え工事設計委託業務でございます。契約の相手方は（株）

センダイ工部コンサルタントでございます。 

  （２）企業債及び一時借入金の概況でありますが、イ、企業債につきましては、前年

度末残高が３億１,４４６万２,４４４円で、本年度の借入額はございません。本年度償

還額が８６４万４,９８７円で、本年度末残高が３億５８１万７,４５７円となってござ

います。 

  なお、１６ページから２１ページまで、財務諸表附属書類及び固定資産明細書、企業

債明細書となってございますけれども、後ほどご精読を願います。 

  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。 

（水道課長 三宅 敏和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    説明が終わりましたので、監査結果について、報告願いま

す。 

  代表監査委員、中谷君。 

（代表監査委員 中谷 一君 登壇） 

○代表監査委員（中谷 一君）    平成２０年度紀美野町上水道事業会計決算審査に

対する意見書。 

  平成２０年度紀美野町上水道事業会計決算について、地方公営企業法第３０条第３項

の規定により、町長より決算審査の請求を受け慎重審査したところ、執行上に遺漏なく、

勘定科目と収入、支出票及び証拠書類と符合一致したので、本会計決算は正当であるこ
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とを認める。 

              平成２１年８月２５日 紀美野町代表監査委員 中谷 一 

                         紀美野町監査委員   美濃良和 

  ３１ページをご覧ください。 

  平成２０年度上水道事業会計経営健全化審査意見書。 

  １、審査の概要。 

   この財政健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

  ２、審査の結果。 

  （１）総合意見、審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。資金不足比率、

経営健全化基準、２０％。 

  （２）個別意見、①資金不足比率について、上水道事業会計の経営健全化審査におけ

る資金不足比率は０％となっており、経営健全化基準の２０％と比較すると、これを

下回り、よい状況である。 

  （３）是正改善を要する事項、指摘すべき事項は特にない。 

              平成２１年８月２５日 紀美野町代表監査委員 中谷 一 

                         紀美野町監査委員   美濃良和 

（代表監査委員 中谷 一君 降壇） 

◎日程第１５ 議案第８９号 紀美野町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（美野勝男君）    日程第１５、議案第８９号、紀美野町国民健康保険条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  説明を願います。 

  住民課長、中尾君。 

（住民課長 中尾隆司君 登壇） 

○住民課長（中尾隆司君）    議案書の３３ページをお願いいたします。 

  議案第８９号、紀美野町国民健康保険条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町国民健康保険条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 



－４２－ 

  提案理由といたしまして、健康保険法施行令の改正に伴い、出産育児一時金について

見直しを行うため、紀美野町国民健康保険条例の改正を行うものであります。 

  次のページをお願いいたします。 

  紀美野町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町国民健康保険条例の一部を次のように改正するということで、今回の改正に

つきましては、緊急の少子化対策のための出産育児一時金等の見直しと医療機関等への

直接支払制度の導入をあわせて、平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日まで

の出産について、暫定的に一時金を見直すものであり、本文を改正せず、附則の改正を

行うものであります。 

  内容につきましては、第７条に規定する出産育児一時金の額、３５万円を３９万円に

改めるものであります。 

  施行につきましては、平成２１年１０月１日からでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（住民課長 中尾隆司君 降壇） 

◎日程第１６ 議案第９０号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条 

              例について 

○議長（美野勝男君）    日程第１６、議案第９０号、紀美野町消防団員等公務災害

補償条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

  説明を願います。 

  消防長、七良浴君。 

（消防長 七良浴光君 登壇） 

○消防長（七良浴光君）    議案書の３５ページをお願いします。 

  議案第９０号、紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治

法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由といたしまして、消防法の一部改正並びに国民生活金融公庫法が廃止され、

新たに株式会社日本政策金融公庫法が制定されたことに伴い、紀美野町消防団員等公務

災害補償条例の一部を改正するものでございます。 

  ３６ページをお願いします。 
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  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第６条の２第１項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員（以下「非

常勤水防団員」という）に係る損害賠償及び同法第３４条」を「第４５条」に改める。 

  この改正の理由でございますが、当町には非常勤の水防団長及び水防団員が実在して

おりません。そのために削除するものであり、また、水防法の改正により、第３４条、

水防に従事した者に対する災害補償が、水防法第４５条に条が改正されたものでござい

ます。そのための改正でございます。 

  次に第２条中「又は非常勤水防団員」を削り、「第３５条の７第１項」を「第３５条

の１０第１項」に改める。 

  この改正理由でございますが、先ほど第１条中で説明申し上げたとおり、非常勤の水

防団員は当町では実在しておりませんので、削除し、また、消防法の一部改正により、

第３５条の７第１項、関係官公署への照会という項目でございますが、それが第３５条

の１０第１項に消防法の条が改正されたもので、このたび改正をするものでございます。 

  次に、第３条第１項中「又は非常勤水防団員」を削り、同条第２項ただし書中「国民

生活金融公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改める。 

  この改正理由ですが、先ほど来の非常勤水防団員が実在していないために削除し、国

民生活金融法が廃止され、新たに株式会社日本政策金融公庫法が制定されたことに伴う

改正でございます。 

  次に第５条第２項第１号中「又は非常勤水防団員」を削り、同条第３項中「若しくは

非常勤水防団員」を削る。これにつきましても、非常勤水防団員が実在していないとい

うことで削除するものでございます。 

  次に第７条第２項中「若しくは水害予防組合の管理者」を削る。この水防管理組合で

ございますが、水防法の中には水害予防組合という項目がございますが、当町には実在

しておりませんので、それを削除するものでございます。 

  続きまして第１８条中「若しくは応急措置」を「又は応急措置」に改める。これは字

句の改正でございます。 

  次に１８条の２見出し中「及び非常勤水防団員」を削り、同条中「又は非常勤水防団

員」を削る。これにつきましても、先ほどから説明させていただいているとおり、水防

団員が実在していないために削除するものでございます。 
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  次に、第２５条を次のように改める。第２５条、削除。この第２５条の削除でござい

ますが、前段でも説明申し上げましたとおり、当町には水防団が実在していないため、

水防業務につきましては消防団員が従事しているということから、削除をするものでご

ざいます。 

  次に、附則第２条第２項及び第５条第７項第１号中「又は非常勤水防団員」を削る。 

  別表備考１中「又は非常勤水防団員」を削るということでございます。 

  附則。 

  １（施行期日）この条例は公布の日から施行する。ただし、第２条の改正規定（「第

３５条の７第１項」を「第３５条の１０第１項」に改める部分に限る）は、消防法の一

部を改正する法律の施行日から施行する。 

  ２（経過措置）改正後の第３条第２項ただし書の規定は、平成２０年１０月１日から

適用し、適用日からこの条例の公布の日までになされた処分、手続その他の行為は、改

正後の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなすということで、これに

つきましては国民生活金融法が廃止され、新たに株式会社日本政策金融公庫法が制定さ

れたことに伴う経過措置でございます。 

  以上、簡単でございますが、説明とさせていたただきます。 

（消防長 七良浴光君 降壇） 

◎日程第１７ 議案第９１号 和歌山県周辺広域市町村圏協議会の廃止について 

○議長（美野勝男君）    日程第１７、議案第９１号、和歌山周辺広域市町村圏協議

会の廃止についてを議題とします。 

  説明を願います。 

  企画管財課長、牛居君。 

（企画管財課長 牛居秀行君 登壇） 

○企画管財課長（牛居秀行君）    議案書の３７ページをお開きください。 

  議案第９１号、和歌山周辺広域市町村圏協議会の廃止について。 

  和歌山周辺広域市町村圏協議会を廃止することについて、地方自治法第２５２条の６

及び同法第２５２条の２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、近年の社会経済情勢の変化や市町村合併の進展の中で、総

務省が従来の広域行政圏施策の基本的な考え方を示しました広域行政圏計画策定要綱等
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について、平成２１年３月３１日をもって廃止されましたことに伴い、広域市町村圏の

振興整備計画に関する事務を共同して処理することを目的として、広域市町村圏計画の

策定に関する事務及び広域市町村圏計画に基づく事業の実施の連絡調整に関する事務を

行ってまいりました和歌山周辺広域市町村協議会につきましても、平成２１年３月３１

日をもって、その役割を終えたものと判断したものでございます。 

  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第１８ 議案第９２号 人権擁護委員の推薦について 

○議長（美野勝男君）    日程第１８、議案第９２号、人権擁護委員の推薦について

を議題とします。 

  説明を願います。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○議長（美野勝男君）    議案書の３８ページをお願いいたします。 

  議案第９２号、人権擁護委員の推薦について。 

  下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により、議会の同意を求める。 

  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  氏名は横山和彦、生年月日は昭和１２年９月２６日生まれです。住所は紀美野町中田

１２６番地です。 

  横山さんにつきましては、平成２１年１２月３１日をもって任期満了となりますので、

再度、横山さんを推薦するものでございますので、提案どおり、何とぞご承認を賜りま

すように、よろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

◎日程第１９ 議案第９３号 工事請負契約の締結について 

○議長（美野勝男君）    日程第１９、議案第９３号、工事請負契約の締結について

を議題とします。 

  説明を願います。 

  建設課長、山本君。 



－４６－ 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    ３９ページをお願いいたします。 

  議案第９３号、工事請負契約の締結について。 

  次のとおり、工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  契約の目的、平成２１年度町道谷線道路改良工事（１工区）、契約方法は指名競争入

札でございます。契約金額は７,１５９万９,５００円でございます。契約の相手方は和

歌山県海草郡紀美野町田２４６番地２、桐浴建設、代表者、桐浴靖宣。 

  この件の入札概要について説明をいたします。 

  実施設計金額は９,５５５万円でございます。予定価格も同じ、９,５５５万円となっ

ております。指名業者には事前公表を行っております。 

  平成２１年８月１９日に町内業者１４社による指名競争入札を執行いたしました。結

果、桐浴建設が７,１５９万９,５００円で落札され、設計額に対して７４.９３％の落

札率でございます。 

  続きまして、工事の概要について説明いたします。 

  工事場所は紀美野町谷地内で、浴畑さん宅の川向かい地点が今回の工事起点となって

おります。工事施行延長、２２０メートル、道路幅員５メートルの計画となっておりま

す。この間の主な工事内容ですが、切り取り床堀り土工で１,８００立米、大型ブロッ

ク積みが２６０平米、コンクリート擁壁工が２９０立米、ボックスカルバート、幅４メ

ートル、高さ２.７メートルが２３メートルの施工となっております。それから交通安

全施設として、ガードレール３７１メートルが計画されております。また、工事期間で

すが、議案可決の日から平成２２年３月２２日、約１８６日間までとなっております。 

  以上、簡単でございますが、説明とします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    暫時休憩いたします。 

 休 憩 

（午前１１時５６分） 

―――――――――――――――――― 

 再 開 
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○議長（美野勝男君）    休憩前に引き続き会議を再開します。 

（午後 １時３０分） 

◎日程第２０ 議案第９４号 平成２１年度紀美野町一般会計補正予算（第４号）につい 

              て 

○議長（美野勝男君）    日程第２０、議案第９４号、平成２１年度紀美野町一般会

計補正予算（第４号）について、議題とします。 

  説明を願います。 

  総務課長、岡君。 

（総務課長 岡 省三君 登壇） 

○総務課長（岡 省三君）    それでは、４０ページをご覧いただきたいと思います。 

  議案第９４号、平成２１年度紀美野町一般会計補正予算（第４号） 

  平成２１年度紀美野町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億６,４６９万５,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６億２,６２１万円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

   第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

                 平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ４７ページをご覧いただきたいと思います。 

  歳入の部から説明申し上げます。 

  第１３款、使用料及び手数料の土木手数料でございますが、１,７６８万円の増額補

正でございます。これは建設残土処理手数料でございます。 

  第１４款、国庫支出金、１目、総務費国庫補助金でございますが、２億２７１万２,

０００円の増額補正をお願いするものでございます。主な内容といたしましては、地域

活性化経済対策臨時交付金でございますが、１億７,５３０万１,０００円でございます。

それから、地域情報通信基盤整備推進交付金並びに下の地域活性化公共投資臨時交付金

でございますが、これは携帯電話の設置にかかる費用でございます。 

  続きまして２目、民生費国庫補助金ですが、６２６万８,０００円の増額補正をお願

いするものでございます。主なものとしまして、子育て応援特別手当の交付金の追加で
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ございます。それと、それに伴う事務取扱交付金でございます。 

  ３目、衛生費国庫補助金でございますが、女性特有がんの受診推進事業補助金でござ

います。これは新たに出てきたものでございます。 

  ６目、教育費国庫補助金で１,９４１万２,０００円の増額補正をお願いするものでご

ざいます。主なものとしまして、理科教育振興補助金で６２３万７,０００円、学校Ｉ

ＣＴ環境整備事業補助金として、１,３１７万５,０００円でございます。この費用につ

きましても、経済対策の補助金でございます。 

  １４款、国庫支出金、３目、教育費国庫委託金でございますが、９４万５,０００円

の増額補正をお願いするものでございまして、内容は、豊かな体験活動推進事業委託金

でございます。 

  １５款、県支出金、１目、総務費県補助金でございますが、６９２万８,０００円の

増額補正をお願いするものでございます。これにつきましては、孤立集落通信確保事業

支援補助金でございますが、災害によりまして孤立化したときに、移動無線を使いまし

て連絡をとるための無線機の設置をするものでございます。県の方からの補助金をいた

だいてするものでございます。 

  ８目、消防費県補助金ですが、８７万６,０００円の増額でございます。これは消防

災害施設整備事業費補助金でございますが、消防の小型ポンプを購入するための補助金

でございます。 

  １９款、繰越金でございます。１目、繰越金、２億６８３万６,０００円の増額をお

願いするものでございます。これは前年度の繰越金でございます。 

  ２０款、諸収入でございますが、１項、雑入で７９９万２,０００円の増額をお願い

するものでございまして、携帯電話の関係の補正と、地域新エネルギー等導入促進対策

費補助金でございますが、これは第一保育所の太陽光発電の設備に伴う補助金でござい

ます。 

  ２１款、町債でございます。１目、総務債で６００万円の減額でございますが、これ

は携帯電話の補助金があったために、過疎債を減額するものでございます。 

  ５目、消防債では９０万円の減額でございます。これもポンプ分の減額で、小型ポン

プの購入金の減額でございます。 

  続きまして、次のページを見ていただきたいと思います。 

  歳出でございますが、１款、議会費では１７万９,０００円の増額でございます。主
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なものとしては、備品購入費で、施設用備品ですが、これはパソコンの購入でございま

す。 

  ２款、総務費、１目、一般管理費ですが、これの主なものとしましては、１５節、工

事請負費でございますが、役場の本庁舎の受信設備の改修工事費でございますが、これ

につきましては、庁舎のブレーカーが故障しているために、現状では過剰電流が流れて

もブレーカーが落ちないように強制的に固定してあるわけですが、このままではちょっ

と危険があるので改修をするものでございます。それから過年度還付金でございます。

これは１４９万７,０００円でございます。 

  ４目、財産管理費でございますが、２２６万３,０００円の増額補正をお願いするも

のでございまして、主なものとしましては、旧真国診療所の解体撤去工事の費用と設計

業務委託料が主なものとなっております。 

  ５目、企画費で６,８０９万５,０００円の増額補正をお願いするものでございまして、

主なものといたしましては、１３節、委託料の７８０万円でございますが、携帯基地局

の設計監理委託料でございます。公有財産購入費ですが、土地購入費で３０万円、それ

から備品購入費ですが、施設用備品ということでございまして、これは庁舎の電算シス

テムファイルサーバーの増設工事によるものでございます。 

  ６目、電子計算費ですが、２,４８１万４,０００円の増額でございますが、主なもの

としましては、保育所の光ケーブルの引き込み工事でございます。現在、保育所に光ケ

ーブルが引き込まれてないために、設備をするものでございます。備品購入費で１,２

４８万円ということで、庁舎の光ファイバーの増設とパソコンの購入費でございます。 

  ７目、支所及び出張所費では４８万４,０００円の増額でございます。これは臨時雇

用の費用でございます。 

  １０目、交通安全対策費では２０万円の増額でございます。 

  １２目、防災諸費では１,２００万８,０００円でございます。主なものといたしまし

ては、工事請負費の防災行政無線移動系無線機設置工事の費用でございます。それから

戸別受信機のアンプ取付工事等でございます。備品購入費では防災用備品で、戸別受信

機２０カ所分でございます。それとアンテナの費用でございます。 

  １３目、町誌編纂費では２万７,０００円の増額でございます。 

  ２款、総務費、２項、徴税費、１目、税務総務費でございますが、償還金、利子及び

割引料が１２０万円と、増額となっております。 
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  ２目、賦課徴収費では５５万円の増額をお願いするものでございます。時間勤務手当

等の増額でございます。 

  ２款、総務費、１目、戸籍住民基本台帳費では共済費等で３,０００円の増額でござ

います。 

  ２項、総務費、２目、指定統計費では、節間の組みかえでございます。 

  続きまして、次のページを見ていただきたいと思いますが、３款、民生費、１目、社

会福祉総務費では２８万円の増額補正をお願いするものでございます。 

  ３目、老人福祉費では３０万円の増額をお願いするものでございます。 

  ６目、重度心身障害者医療費では、９０万１,０００円の増額をお願いするものです。 

  ７目、乳幼児等医療費では１万円の増額をお願いするものです。 

  １４目、後期高齢者医療費では１２万６,０００円の繰出金の増額をお願いするもの

でございます。 

  ２項、児童福祉費、５目、保育所費でございますが、８３万１,０００円の増額をお

願いするものでございます。 

  ７目、学童保育費では１１７万円の増額をお願いするものでございますが、これは対

象者がふえまして、１人、臨時雇用者をふやしたためでございます。 

  ８目、子育て応援特別手当費では６２７万２,０００円の増額補正をお願いするもの

でございます。これは子育て応援特別手当が増額となったものでございます。 

  ４款、衛生費、１目、保健衛生総務費でございますが、１３万２,０００円の増額を

お願いするものでございます。 

  ４目、環境衛生費では２,０４２万８,０００円の補正をお願いするものでございまし

て、２４節、投資及び出資金では、上水道事業会計へ出資するものでございまして、取

水設備の設置改修事業でございます。繰出金では、美里簡易水道事業特別会計繰出金で

４３０万８,０００円と、野上簡易水道事業特別会計繰出金では３００万円と、こうい

うことで、野上簡易水道については河南上水道の施設内の改修工事費でございます。 

  ５目、成人保健対策費でございますが、４２１万７,０００円の増額をお願いするも

のでございます。大きなものとしては、需用費で印刷製本費が２６０万２,０００円と

なっておりますが、これは緊急健康対策の関係で、行動計画の冊子を作成する印刷製本

費でございます。 

  ７目、診療所費では３０８万２,０００円の減額でございますが、これは決算の確定
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による繰出金が減ったためでございます。 

  ５款、農林水産業費、１目、農業委員会費でございますが、３万６,０００円の増額

でございます。 

  ２目、農業総務費では１２万３,０００円の増でございます。 

  ３目、農業振興費では１万１,０００円の増でございます。 

  ４目、耕地総務費では１３万７,０００円の増でございます。 

  ５目、農道整備事業費では２万２,０００円の増額でございます。 

  ７目、地籍調査事業費では８１万４,０００円の減額でございます。特に大きなもの

としては、備品購入費の施設用備品ということで１３万円、公用車の購入ということで

１４０万円でございます。 

  ８目、小規模土地改良事業費では、宝湯水路改修工事と井堰水路改修工事の振りかえ

でございます。 

  ５款、農林水産業費、２項、林業費、２目、林業整備事業費でございますが、１万円

の補正でございます。 

  ６款、商工費、１目、商工振興費ですが、３２万８,０００円の増額をお願いするも

のでございます。 

  ２目、観光費では、６,９７０万円の増額補正をお願いするものでございまして、観

光看板の設置工事監理委託料と工事費が大きなもので、その次に、のかみふれあい公園

運営事業特別会計への繰出金でございまして、これも経済対策の臨時交付金で行う事業

でございまして、５,４７０万円となっております。町長が冒頭申し上げた事業でござ

います。 

  次のページをご覧いただいて、７款、土木費、１目、土木総務費でございますが、３

３万４,０００円の補正をお願いするものでございます。 

  １目、道路橋りょう維持費では１,５００万円を増額するものでございます。これは

町道補修及び舗装生活関連工事に充てるものでございまして、これも経済対策の臨時交

付金を充てるものでございます。 

  ２目、道路橋りょう新設改良費ですが、１３万７,０００円の増額でございます。 

  この中で特に町道松瀬線の道路改良工事でございますが、これは補償補てんの方へ振

りかえてございます。 

  ７款、土木費、３項、１目、住宅管理費でございますが、４５万円の増額補正でござ
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います。 

  ７款、土木費、５項、１目、建設残土処理費でございますが、１,７６８万円の増額

補正をお願いするものでございます。これにつきましては、建設残土処理場の暗渠工事

を行うものでございます。 

  ８款、消防費でございますが、２目、非常備消防費で８７万円の増額補正となってお

ります。 

  ９款、教育費へまいりまして、２目、事務局費では２７万１,０００円の増額をお願

いするものでございます。 

  ３目、教育諸費は財源の振りかえでございます。 

  ２項、小学校費、１目、学校管理費では９万８,０００円の増額をお願いするもので

ございます。 

  ２目、教育振興費では２,４１１万６,０００円の増額補正をお願いするものでござい

まして、特に大きなものといたしましては、１５節、工事請負費でございますが、１９

８万円の金額で、学校ＩＣＴ環境整備工事を行うものでございます。備品購入費では２,

１１６万８,０００円となっておりますが、教材用備品でございます。 

  ３項、中学校費、１目、学校管理費で８５万１,０００円の増額補正でございます。 

  ２目、教育振興費では１,４６５万５,０００円の増額補正をお願いするものでござい

まして、小学校と同じことで、経済対策の一環でもあろうかと思うのですが、学校ＩＣ

Ｔ環境整備工事でございます。それと、備品購入費では１,３０２万４,０００円の教材

備品でございます。 

  ４項、社会教育費へまいりまして、１目、社会教育総務費、１,９０４万円の増額を

お願いするものでございますが、特に大きなものとしまして、委託料に載っております

紀美野町図書管理システム整備委託料で、２,０６７万４,０００円を補正するものでご

ざいます。これも経済対策の助成金を活用しての工事でございます。これは紀美野町の

図書館システムの改修等でございます。 

  次のページをご覧いただきまして、４項、社会教育費、２目、生涯学習振興費では５

０万円の増額でございますが、これは民族祭補助金ということでございまして、りら創

造芸術高等専修学校への補助金でございます。 

  ４目、人権教育費では２万４,０００円の増額でございます。 

  ７目、みさと天文台管理運営費では６万９,０００円の増額でございます。 
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  １０目、真国区民センター管理運営費では４万８,０００円の増額でございます。 

  ５項、保健体育費、１目、保健体育総務費は財源の振りかえでございます。国庫補助

金がついたということでございます。 

  ２目、体育施設管理運営費では３２０万円の増額をお願いするものでございます。こ

れにつきましては、スポーツ公園の案内表示板の設置工事を行うものでございます。 

  １２款、諸支出金、１目、財政調整基金では１億４,９３３万６,０００円の増額補正

をお願いするものでございますが、これは前年度の繰越金が多くなったために、繰越金

の２分の１以上を財政調整基金として積み立てることになっておりますので、それに基

づいて積み立てを行うものでございます。 

  以上が予算の説明でございましたけれども、ご審議の上、ご可決を賜りますようよろ

しくお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 

  説明不足がございましたので、補足させていただきます。地方債の補正でございます

が、４４ページをご覧いただきたいと思うのですが、これにつきましては限度額の変更

でございまして、８,９７０万円を８,２８０万円とするものでございます。過疎債の減

額でございます。以上、説明といたします。 

（総務課長 岡 省三君 降壇） 

◎日程第２１ 議案第９５号 平成２０年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第１号）について 

◎日程第２２ 議案第９６号 平成２０年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補 

              正予算（第１号）について 

◎日程第２３ 議案第９７号 平成２０年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第１号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２１、議案第９５号、平成２１年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第２２、議案第９６号、平成２

１年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号）について及び日程

第２３、議案第９７号、平成２１年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）についてを一括議題とします。 

  説明を願います。 

  住民課長、中尾君。 

（住民課長 中尾隆司君 登壇） 
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○住民課長（中尾隆司君）    議案書の６３ページをお願いします。 

  議案第９５号 平成２１年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２１年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,５８４万８,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億９,３６９万９,０００円とす

る。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ６８ページをお願いします。 

  ２の歳入でございます。 

  ３款、国庫支出金、２項、２目、介護従事者処遇改善臨時特例交付金、補正額で１０

６万円をお願いするものであります。これは介護従事者の処遇改善のため、介護保険料

の上昇を抑制するために必要な交付金でございます。 

  ３目、出産育児一時金補助金として１０万円の補正をお願いするものであります。こ

れについては出産育児一時金の補助金として、１０月以降、約５件分を見込んでいると

ころでございます。 

  ４款、療養給付費等交付金、１項、１目、療養給付費等交付金で１,５５０万円の増

額であります。これは過年度分の実績による追加交付でございます。 

  １０款、繰入金、１項、２目、財政調整基金繰入金、２,２１８万４,０００円の減額

でございます。これにつきましては、繰越金の関係から財政調整基金の繰入を減額する

ものでございます。 

  １１款、繰越金、１項、１目、繰越金で４,１３７万２,０００円の増であります。こ

れは前年度の繰越金であります。 

  次のページをお願いします。 

  ３、歳出。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費で４８万２,０００円の増でございます。主

に需用費、役務費の主なものはジェネリック医薬品普及啓発パンフレットの購入と、そ
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の郵送料でございます。また、委託料につきましては、月の途中で７５歳になった人の

高額医療の部分を分けるシステム改修ということで、委託料として２１万円をお願いす

るものであります。 

  ２款、保険給付費、６項、１目、出産育児一時金で２,０００円の増であります。こ

れは出産育児一時金の支払委託料でございます。 

  ６款、介護納付金、１項、１目、介護納付金、これにつきましては財源変更でござい

ます。 

  ８款、保健事業費、１項、１目、特定健康診査等事業費で８万円の増であります。こ

れにつきましては、集団の特定健診等の医師の謝礼の不足分でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ９款、諸支出金、１項、２目、償還金で９０８万５,０００円の増でございます。こ

れにつきましては過年度の返還金ということで、実績に伴う交付済額の超過分の返還で

ございます。 

  ３目、高額療養費の特別支給金で２０万円の補正でございます。これにつきましては

高額療養費の特別支給金ということで、支給金については約９件を見込んでおります。 

  ９款、諸支出金、３項、１目、財政調整基金費、２,０９９万９,０００円の増額であ

ります。これにつきましては財政調整基金の積み立てでございます。 

  １０款、予備費、１項、１目、予備費で５００万円の増額でございます。これについ

ても予備費に充てるものでございます。 

  次のページをお願いします。 

  議案第９６号 平成２１年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第

１号） 

  平成２１年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第１号）は次に

定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８９３万６,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,９５９万５,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 



－５６－ 

  ７６ページをお願いします。 

  ２の歳入でございます。 

  ３款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金で３０８万２,０００円の減額でありま

す。これにつきましては、平成２０年度の繰越の関係で減額をするものであります。 

  ５款、繰越金、１項、１目、繰越金で１,２０１万８,０００円の増額であります。こ

れは前年度の繰越金であります。 

  次のページをお願いします。 

  ３の歳出。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費で８９３万６,０００円の補正をお願いする

ものであります。主なものは、人事異動に伴う人件費の補正と１８節の備品購入費で、

公用車で診療所の公用車が老朽化のため、買いかえをしたいとお願いするものでありま

す。また、事務用備品につきましては、診療報酬請求システムのハード及びソフトの更

新が必要なため、毛原、国吉、真国、細野の各診療所のパソコンの更新をお願いするも

のであります。 

  次のページをお願いします。 

  議案第９７号 平成２１年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

  平成２１年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２００万８,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億５,００６万５,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ８３ページをお願いします。 

  ２の歳入でございます。 

  ３款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金で１２万６,０００円の増額でございま

す。これはそれぞれ事務費、職員給与、その他一般会計からの繰入金でございます。 

  ５款、繰越金、１項、１目、繰越金で１８８万２,０００円の増額補正でございます。

これは前年度の繰越金でございます。 
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  次のページをお願いします。 

  ３の歳出です。 

  １款、総務費、１項、１目、一般管理費で９万１,０００円の増額でございます。こ

れにつきましては一般職員の共済費、また過年度の返還金でございます。 

  ２項、徴収費、１目、徴収費で５万円の増額でございます。これは通知書送付の不足

分の補正でございます。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金、１項、１目、後期高齢者医療広域連合納付金

で１８１万７,０００円の増額でございます。これにつきましては平成２０年度分で、

４月から５月分の保険料の収入済額に対して広域連合へ納付する分でございます。 

  ４款、諸支出金、１項、１目、保険料還付金で５万円の増額でございます。これにつ

きましても、保険料の払い戻しということでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（住民課長 中尾隆司君 降壇） 

◎日程第２４ 議案第９８号 平成２１年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第 

              ２号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２４、議案第９８号、平成２１年度紀美野町介護保

険事業特別会計補正予算（第２号）について、説明を願います。 

  保健福祉課長、井上君。 

（保健福祉課長 井上 章君 登壇） 

○保健福祉課長（井上 章君）    議案書の８５ページをお願いします。 

  議案第９８号 平成２１年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  平成２１年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,５６６万４,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億２,３４３万円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  議案書の９０ページをお願いいたします。 
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  まず、歳入でございます。 

  ７款、繰越金、１目、繰越金で１,５６６万４,０００円の増額でございます。これに

つきましては、前年度の繰越金でございます。 

  続いて歳出でございます。１枚めくっていただきまして、９１ページをお願いします。 

  ５款、諸支出金、１目、償還金で１,００４万２,０００円の増額でございます。これ

につきましては、過年度の返還金ということでございます。 

  同じく２目、保険料還付金で１０万円、これにつきましては保険料の払戻金でござい

ます。 

  ６款、公債費、１項、公債費、１目、元金で５５２万２,０００円の増額でございま

す。これにつきましては、財政安定化基金償還金の確定に伴います増額となっておりま

す。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（保健福祉課長 井上 章君 降壇） 

◎日程第２５ 議案第９９号 平成２１年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第１号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２５、議案第９９号、平成２１年度紀美野町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第１号）について、説明を願います。 

  建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    ９２ページをお願いします。 

  議案第９９号 平成２１年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２１年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２万８,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,６１９万２,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  次に９７ページをお願いします。 
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  歳入。 

  ３款、１目、繰入金で、一般会計から８,０００円の増額をお願いするものでありま

す。これは歳出の関係によるものでございます。 

  ４款、繰越金、１目、繰越金、１２万円の増額をお願いするものであります。これは

前年度繰越金でございます。 

  続きまして、９８ページをお願いします。 

  歳出。 

  １款、１目、一般管理費を１２万８,０００円増額の補正でお願いするものでござい

ます。４節、職員の共済費、２万２,０００円と、２３節、償還金の過誤納還付金で１

０万６,０００円をお願いするものであります。これは処理場施設の使用料を、自宅を

取り壊したにもかかわらず、約２年間支払い続けていたことに気づき、本人から還付願

いが提出されたことによるものでございます。その後、現地調査や自宅の解体された年

月日が判別できましたので、今回、還付の補正をお願いするものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明といたします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

◎日程第２６ 議案第１００号 平成２１年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別 

               会計補正予算（第３号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２６、議案第１００号、平成２１年度紀美野町のか

みふれあい公園運営事業特別会計補正予算（第３号）について、説明を願います。 

  産業課長、増谷君。 

（産業課長 増谷守哉君 登壇） 

○産業課長（増谷守哉君）    それでは、９９ページをお願いいたします。 

  議案第１００号 平成２１年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計補正予

算（第３号） 

  平成２１年度紀美野町ののかみふれあい公園運営事業特別会計補正予算（第３号）は

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,０２４万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１,２７７万１,０００円とする。 

    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
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歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １０４ページをお願いします。 

  ２の歳入でございます。 

  ３款、２項、１目、一般会計繰入金でございます。補正額、５,４７０万円の増額を

お願いするものでございます。これにつきましては、この後、歳出で説明させていただ

きます施設の整備費として、地域活性化経済危機対策臨時交付金を財源として一般会計

からの繰入金となってございます。 

  ４款、１項、１目、繰越金でございます。補正額、５５４万円の増額をお願いするも

のでございます。これにつきましては、平成２０年度からの繰越金でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ３の歳出でございます。 

  １款、１項、１目、一般管理費でございます。補正額、５,４７２万２,０００円の増

額をお願いするものでございます。主なものにつきましては、委託料の７０万円、工事

請負費の５,４００万円となってございます。 

  これにつきましては、のかみふれあい公園開園以来、年間平均約２３万人もの多くの

皆様方にご利用いただき、多くの行事、イベントが主に芝生広場の周辺で開催されてい

ます。その際の式典会場として、また、イベントの舞台としてステージの必要性につい

て、一般利用者の方、また、議員の皆様方から多くの要望等のご意見をいただいている

ところでございます。このため、その要望にこたえていくとともに、公園の有効利用を

さらに図っていくことを目的として、芝生広場にステージの新設整備を行ってまいりた

いと考えてございます。 

  また、開園以来９年が経過いたしまして、屋外に設置しております木製の施設の老朽

化が進み、早期の修繕が必要となってきてございます。このため、ふれあい館横にござ

いますウッドデッキ並びに芝生広場奥にございます大型遊具の部分修繕を行うものでご

ざいます。 

  このための経費として、委託料、７０万円を計上させていただいてございます。内訳

としまして、ふれあい公園のステージ整備設計監理委託料、５０万円、ふれあい公園ウ

ッドデッキの改修設計監理委託料、２０万円でございます。また、工事請負費、５,４

００万円の内訳につきましては、ふれあい公園のステージ整備工事費として１,８００
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万円、ふれあい公園遊具等大規模改修工事といたしまして、３,０００万円、ふれあい

公園ウッドデッキ改修工事といたしまして６００万円、計５,４００万円の増額補正を

お願いするものでございます。 

  次に３款、１項、１目、財政調整基金でございます。補正額、５５１万８,０００円

の増額をお願いするものでございます。これにつきましては、平成２０年度会計からの

繰越金、５５４万円のうち、財政調整基金への積み立てを行うものでございます。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

（産業課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第２７ 議案第１０１号 平成２１年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予 

               算（第２号）について 

◎日程第２８ 議案第１０２号 平成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予 

               算（第２号）について 

◎日程第２９ 議案第１０３号 平成２１年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第２ 

               号）について 

○議長（美野勝男君）    日程第２７、議案第１０１号、平成２１年度紀美野町野上

簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について、日程第２８、議案第１０２号、平

成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について及び日程第

２９、議案第１０３号、平成２１年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第２号）につ

いてを一括議題とします。 

  説明を願います。 

  水道課長、三宅君。 

（水道課長 三宅敏和君 登壇） 

○水道課長（三宅敏和君）    １０６ページをお願いいたします。 

  議案第１０１号 平成２１年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号） 

  平成２１年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,２８０万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,６０６万４,０００円とする。 
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    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １１１ページをお願いをいたします。 

  歳入でございます。 

  ３款、繰入金、１目、一般会計繰入金、３００万円の増額につきましては、地域活性

化経済対策臨時交付金でございます。 

  続きまして、５款、繰越金、１目、繰越金、２,９８０万円の増額でございます。こ

れは平成２０年度決算において、繰越金の確定に伴う増額でございます。 

  続きまして、次のページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１目、一般管理費、４節、共済費、２万１,０００円の増額につきま

しては、共済負担金率の確定に伴うものでございます。 

  ３目、施設整備費、１５節、工事請負費、３００万円の増額につきましては、河南浄

水場内施設整備改修工事でありますけれども、河南浄水場の送水ポンプにつきましては、

昭和６１年に設置して以来、２３年が経過し、老朽化している状況でございます。この

たび地域活性化経済危機対策臨時交付金事業が認可されましたので、送水ポンプ２台の

改修工事を行うものでございます。 

  ２款、公債費、１目、利子、２３節、償還金利子及び割引料、５１万２,０００円の

減額につきましては、平成２０年度起債借入額及び利率確定に伴う減額でございます。 

  ３款、予備費、３,０２９万１,０００円の増額につきましては、平成２０年度繰越金

の確定に伴うものでございます。 

  １１３ページをお願いいたします。 

  議案第１０２号 平成２１年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号） 

  平成２１年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

   第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９１５万２,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,７４５万４,０００円とする。 
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    ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

   第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

                  平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １１９ページをお願いをいたします。 

  歳入でございます。 

  ３款、繰入金、１目、一般会計繰入金、４３０万８,０００円の増額につきましては、

歳入歳出額差し引きに伴う不足分でございます。 

  続きまして、４款、諸収入、１目、雑入、７０万円の増額でございます。１つは水道

管移設工事補償金として、町道福田松瀬線改良工事に伴う水道管移設工事補償金、７０

万円の増額でございますが、既にご承認賜っております国道３７０号、毛原宮地内の水

道管布設替え工事補償金のうち、消火栓１カ所を設置するものとなりましたので、工事

補償金として４５万円減額し、２５万円となるものでございます。 

  もう１つは、先ほど申し上げました国道３７０号、毛原宮地内への消火栓設置工事負

担金として４５万円増額するものでございます。 

  続きまして、５款、繰越金が７４万４,０００円の増額でございます。これは平成２

０年度決算において、繰越金の確定に伴う増額でございます。 

  続きまして、７款、町債、１目、簡易水道債、３４０万円でありますが、これは福田

配水管布設替え工事費用を簡易水道事業債及び過疎対策事業債、それぞれ１７０万円借

り入れるものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１目、一般管理費、４節、共済費、７万５,０００円の増額につきま

しては、共済負担金率の確定に伴うものでございます。 

  続きまして２目、作業費、１１節、需用費の修繕料、４８９万６,０００円の増額に

つきましては、現在、有収率向上のため、各種漏水調査並びに復旧工事を実施している

ところでございますけれども、今回お願いする分につきましては、１２カ所分の減圧水

槽フロート弁を交換するものでございます。次の１５節、工事請負費、４２０万円の増

額でありますけれども、１つは先ほど申し上げました町道福田松瀬線改良工事に伴う水
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道管移設工事、７０万円でございます。もう１つは、福田配水管布設替え工事、３５０

万円でありますが、福田の谷口商店から上流８１メートル区間につきましては、給水開

始以来３９年経過しており、現在まで漏水事故が多発している状況でございますので、

今回、布設替えを行うものでございます。 

  ２款、公債費、１目、利子で、長期利子１万９,０００円の減額につきましては、平

成２０年度負債借入額及び利率確定に伴う減額でございます。 

  恐れ入りますけれども、少し戻っていただきまして、１１６ページをお願いいたしま

す。 

  第２表、地方債補正。 

  追加でございますが、これは先ほど申し上げました福田配水管布設替え工事の分でご

ざいます。起債の目的は、過疎対策事業債と簡易水道事業債でございます。限度額はそ

れぞれ１７０万円、合計３４０万円でございます。起債の方法は、普通貸借または証券

発行でございます。利率につきましては３.５％以内、ただし利率見直し方式で借り入

れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後におい

ては当該見直し後の利率となるものでございます。 

  償還の方法につきましては、政府資金については、その融資条件により、銀行その他

の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据え置き

期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還、もしくは低利に借りかえすることができ

るという内容のものでございます。 

  １２１ページをお願いをいたします。 

  議案第１０３号 平成２１年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第２号） 

  第１条、平成２１年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

  第２条 平成２１年度紀美野町上水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

  まず収入でございますが、第８款、水道事業収益については、今回、補正額はござい

ません。 

  続きまして支出でございますが、９款、水道事業費用につきましても、補正額はござ

いませんけれども、内容に変更がございます。１項、営業費用につきましては１１万２,

０００円の増額、４項、予備費については１１万２,０００円の減額となるものでござ
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います。 

  第３条、予算第６条中職員給与費４,２１０万８,０００円を４,２２２万円に改める。 

  第４条、平成２１年度紀美野町予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正する。 

  まず収入でございますが、１０款、資本的収入につきましては５,６００万円の増額

でございます。内容といたしましては、１項、企業債で４,３００万円の増額、３項、

他会計出資金が１,３００万円でございます。 

  続きまして支出でございますが、１１款、資本的支出、１項、建設改良費でございま

すが、１,３００万円の増額でございます。 

  第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定め

る。 

  起債の目的でございますが、配水管新設工事でございまして、当初予算におきまして

ご承認賜っております奥佐々阪井線の小畑・下佐々吉野地内の配水管新設工事、３件分

でございます。限度額は４,３００万円、起債の方法は証書借入でございます。利率に

つきましては３.５％以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公

共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利

率となるものでございます。 

  償還の方法につきましては、政府資金については融資条件により、その他の金融機関

の場合については融資先と協議の上定める。ただし、町財政の都合により、据置期間及

び償還期限を短縮、もしくは繰上償還、または低利に借りかえすることができるという

内容のものでございます。 

平成２１年９月８日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １２５ページをお願いをいたします。 

  収益的収入及び支出でございますが、収入につきましては、８款、水道事業収益の変

更はございません。 

  次に、支出でありますが、９款、水道事業費用、１項、営業費用が１１万２,０００

円の増額でございますが、内訳は２目、配水及び給水費で退職手当が１,０００円、共

済負担金が３万５,０００円増額でございます。 

  ４目、業務及び総経費、同じく共済負担金が７万６,０００円の増額でございます。

いずれも共済負担金率の確定に伴うものでございます。 
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  次の４項、予備費として、１１万２,０００円の減額をお願いするものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  資本的収入及び支出でございますが、収入につきましては、１０款、資本的収入全体

で５,６００万円の増額でございます。内訳は、１つは１項、企業債、４,３００万円の

増額でございますが、これは先ほど説明申し上げました、当初予算時に建設改良工事と

してご承認賜ってございます県道奥佐々阪井線小畑及び下佐々並びに吉野地内の配水管

新設工事３件分でございます。 

  次に３項、他会計出資金が１,３００万円の増額でございます。これは地域活性化経

済危機対策臨時交付金でございます。 

  次に支出でございますが、１１款、資本的支出、１項、建設改良費が１,３００万円

の増額でございます。建設改良の内容といたしましては、１つは下佐々浄水場の取水ポ

ンプにつきましては、平成３年に更新して以来、１８年という長い歳月が経過し、老朽

化している状況でございます。このたびの地域活性化経済危機対策臨時交付金事業が認

可されましたので、取水ポンプ２台の改修工事を行うものでございます。これが１,０

００万円でございます。 

  もう１つ、下佐々配水流量計につきましては、昭和４６年に設置して以来、３９年と

いう長い歳月が経過し、老朽化している状況でございます。これにつきましても地域活

性化経済危機対策臨時交付金事業として認可されましたので、下佐々配水流量計設置工

事を３００万円で行うものでございます。 

  以上、説明といたします。 

（水道課長 三宅敏和君 降壇） 

○議長（美野勝男君）    以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 散 会 

○議長（美野勝男君）    本日はこれで散会します。 

（午後 ２時３５分） 


